
Digital Reality Technology Corporation 

 

DR テクノロジー株式会社               1／25         【デジタル・リアリティーニュース】 

                     

    

    

                           

                                                      

                            

  

      

          

           

    

  2012012012017777 年

年年

年 03030303 月

月月

月 11113333 日発信

日発信日発信

日発信    

    

 

  

 特許

特許特許

特許に

にに

につ

つつ

つい

いい

いて

てて

て、

、、

、「

「「

「世界

世界世界

世界の

のの

の状況

状況状況

状況」

」」

」や

やや

や「

「「

「ど

どど

どん

んん

んな

なな

な発明

発明発明

発明が

がが

が特許

特許特許

特許と

とと

とな

なな

なる

るる

るの

のの

のか

かか

か？

？？

？」

」」

」な

なな

など

どど

どの

のの

の事例

事例事例

事例を

をを

を交

交交

交え

ええ

えて

てて

て、

、、

、特許

特許特許

特許出願

出願出願

出願 

  

 

方法

方法方法

方法、

、、

、知的

知的知的

知的財産権

財産権財産権

財産権、

、、

、特

特特

特許審査

許審査許審査

許審査の

のの

の流

流流

流れ

れれ

れ、

、、

、特許

特許特許

特許の

のの

の検索

検索検索

検索、

、、

、外国

外国外国

外国へ

へへ

への

のの

の申請

申請申請

申請な

なな

など

どど

ど特許

特許特許

特許制度

制度制度

制度の

のの

の意義

意義意義

意義を

をを

を探

探探

探って

ってって

って見

見見

見ま

まま

まし

しし

した

たた

た。

。。

。 

  

 

 

  

 

1.

1.1.

1. AI

AIAI

AI 特許
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「数の米国、攻める中国

数の米国、攻める中国数の米国、攻める中国

数の米国、攻める中国～

～～

～AI

AIAI

AI 特許

特許特許

特許 6

66

6 万件を解剖

万件を解剖万件を解剖

万件を解剖」――先んずれば

先んずれば先んずれば

先んずれば AI

AIAI

AI を制す

を制すを制す

を制す――2005

20052005

2005 年以降

年以降年以降

年以降、世界の

世界の世界の

世界の

主要国で出願された人工知能（

主要国で出願された人工知能（主要国で出願された人工知能（

主要国で出願された人工知能（AI

AIAI

AI）関連の特許は６万件を超える

）関連の特許は６万件を超える）関連の特許は６万件を超える
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出願数は７割も増えた出願数は７割も増えた

出願数は７割も増えた。 
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・・・世界中の企業や大学、

世界中の企業や大学、世界中の企業や大学、

世界中の企業や大学、研究機関が開発を急ぎ、激しさを増す先陣争い

研究機関が開発を急ぎ、激しさを増す先陣争い研究機関が開発を急ぎ、激しさを増す先陣争い

研究機関が開発を急ぎ、激しさを増す先陣争いの

のの

のデータで

データでデータで
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追ってみよう。 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 世界の

世界の世界の

世界の AI

AIAI

AI 特許、

特許、特許、

特許、2010

20102010

2010 年と比べ７割増

年と比べ７割増年と比べ７割増

年と比べ７割増 

  

 

 

主要

主要主要

主要 10

1010

10 カ国・地域

カ国・地域カ国・地域
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韓国、インド、シンガポール、オースト

韓国、インド、シンガポール、オースト韓国、インド、シンガポール、オースト
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ラリア、ブラジル、イスラエル、欧州）

ラリア、ブラジル、イスラエル、欧州）ラリア、ブラジル、イスラエル、欧州）

ラリア、ブラジル、イスラエル、欧州） 

の特許庁へのＡＩ関連の特許出願総数

の特許庁へのＡＩ関連の特許出願総数の特許庁へのＡＩ関連の特許出願総数

の特許庁へのＡＩ関連の特許出願総数。 
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もとに特許庁に出されたＡＩ関連の特許 

の出願数を調べてみた。（※PCT

PCTPCT

PCT は第６章） 
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 米国；

米国；米国；

米国；老舗から新興メディアまで

老舗から新興メディアまで老舗から新興メディアまで

老舗から新興メディアまで 

  

 

 

出願数トップのＩＢＭ

ＩＢＭＩＢＭ

ＩＢＭは、ＡＩを使うコンピューター「ワトソン

ワトソンワトソン

ワトソン」を開発し、医療分野などで

の活用を進めている。 

・・・ こうした老舗企業の出願が目立つ一方、フェイスブックやアドビなど、

こうした老舗企業の出願が目立つ一方、フェイスブックやアドビなど、こうした老舗企業の出願が目立つ一方、フェイスブックやアドビなど、

こうした老舗企業の出願が目立つ一方、フェイスブックやアドビなど、19

1919

1980

8080

80 年代以降

年代以降年代以降

年代以降

に

にに

に設立された

設立された設立された

設立された新興メディアやネット企業

新興メディアやネット企業新興メディアやネット企業

新興メディアやネット企業もＡＩ関連で

もＡＩ関連でもＡＩ関連で

もＡＩ関連で 100

100100

100 件以上の特許を出願

件以上の特許を出願件以上の特許を出願

件以上の特許を出願。 
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 中国；国営企業と大学が上位に

中国；国営企業と大学が上位に中国；国営企業と大学が上位に

中国；国営企業と大学が上位に 

  

 

 

北京大学や南京大学など、中国の特許庁にＡＩ関連の特許を出願した主体の多くが

主体の多くが主体の多くが

主体の多くが大学や研究

大学や研究大学や研究

大学や研究

機関だった

機関だった機関だった

機関だった。深層学習など、今、ホットな分野でも中国の躍進が著しい。 

・・・ 『中国は量だけ

中国は量だけ中国は量だけ

中国は量だけ』との

とのとの

との批判

批判批判

批判は正しく

は正しくは正しく

は正しくないと

ないとないと

ないと言える

言える言える

言える。 
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米国企業に比べ日本企業の出願数は少ないが、「米国企業の強みは、検索エンジンやＳＮＳ（交

流サイト）の運営会社が持つ「Ｂ

ＢＢ

Ｂｔｏ

ｔｏｔｏ

ｔｏＣ

ＣＣ

Ｃ」関連の情報量をベースにした人工知能だが、日本企

日本企日本企

日本企

業
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もも
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ＢＢ
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情報情報

情報量では
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けていないと言える

と言えると言える

と言える。 

・・・・ （B

BB
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 to
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to 

  

 B
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Bとは

とはとは

とは、企業間の商取引、あるいは、企業が企業向けに行う事業のこと） 
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 ＩＢＭの

ＩＢＭのＩＢＭの

ＩＢＭの取得

取得取得

取得件数と事業

件数と事業件数と事業

件数と事業領

領領
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ＩＢＭは

ＩＢＭはＩＢＭは

ＩＢＭは、20

2020

2016

1616

16年の米国特許件数で新

年の米国特許件数で新年の米国特許件数で新

年の米国特許件数で新記録

記録記録

記録を

をを

を打ち

打ち打ち

打ち立て

立て立て

立て、24

2424

24年連続

年連続年連続

年連続ラ

ララ

ラン

ンン

ンキ

キキ

キング

ングング

ング首

首首

首位

位位

位に

にに

に輝

輝輝

輝いた

いたいた

いた。 

 

コンピューティング技術を人間の頭脳と同等かそれ以上にする取り組みにより、 

・・・ 2017

20172017

2017 年

年年

年 1

11

1 月

月月

月 9

99

9 日

日日

日、同社

同社同社

同社が

がが

が 2016

20162016

2016 年に

年に年に

年に 8088

80888088

8088 件

件件

件の特許を

の特許をの特許を

の特許を取得

取得取得

取得したことを明らかにした。 

 

(

((

(ア

アア

ア)

))

) ヘ

ヘヘ

ヘルス

ルスルス

ルスケ

ケケ

ケア事業の

ア事業のア事業の

ア事業の拡

拡拡

拡大

大大

大 

  

 

  これは主として、膨

膨膨

膨大な量の

大な量の大な量の

大な量のヘ

ヘヘ

ヘルス

ルスルス

ルスケ

ケケ

ケアデータを

アデータをアデータを

アデータを処理分析

処理分析処理分析

処理分析する

するする

する製品

製品製品

製品へと事業を

へと事業をへと事業を

へと事業を拡

拡拡

拡大

大大

大しようと

する同社の取り組みを反映したものだ。 

 

たとえば

たとえばたとえば

たとえば、より

よりより

より安価

安価安価

安価な

なな

なゲ

ゲゲ

ゲノム・シー

ノム・シーノム・シー

ノム・シーケ

ケケ

ケンシングのような新

ンシングのような新ンシングのような新

ンシングのような新技術

技術技術

技術によって

によってによって

によって、これまで以上に多

くのヘルスケア関連情報が生み出されていくことになるが、「こうした大量のデータを

こうした大量のデータをこうした大量のデータを

こうした大量のデータを扱

扱扱

扱える

えるえる

える

シス

シスシス

システ

テテ

テムを

ムをムを

ムを持

持持

持たなければ、もはや

たなければ、もはやたなければ、もはや

たなければ、もはや医師

医師医師

医師はやっていけないだろう

はやっていけないだろうはやっていけないだろう

はやっていけないだろう」と言われている。 

 

  

 

I

II

IBM

BMBM

BMが

がが

が 2016

20162016

2016 年に

年に年に

年に取得

取得取得

取得した特許には

した特許にはした特許には

した特許には、たとえば

たとえばたとえば

たとえば、画像

画像画像

画像を

をを

を用

用用

用いて

いていて

いて心臓

心臓心臓

心臓の

のの

の形

形形

形状と

状と状と

状と動

動動

動きを

きをきを

きを描

描描

描き出して

き出してき出して

き出して

心臓疾患

心臓疾患心臓疾患

心臓疾患の発見に

の発見にの発見に

の発見に役

役役

役立てる

立てる立てる

立てる技術

技術技術

技術、病院

病院病院

病院や

やや

や製造現場

製造現場製造現場

製造現場などで

などでなどで

などで汚染

汚染汚染

汚染を計

を計を計

を計測

測測

測できるドローン

できるドローンできるドローン

できるドローン、そして

旅行者

旅行者旅行者

旅行者の

のの

の気分

気分気分

気分に

にに

に基づ

基づ基づ

基づいてルートの計

いてルートの計いてルートの計

いてルートの計画

画画

画を立てる方法など

を立てる方法などを立てる方法など

を立てる方法などに関するものが含まれている。 

 

  

 

(

((

(イ

イイ

イ)

))

) 人工知能（

人工知能（人工知能（

人工知能（AI

AIAI

AI）や

）や）や

）やコ

ココ

コグ

ググ

グニテ

ニテニテ

ニティブ（

ィブ（ィブ（

ィブ（認

認認

認知

知知

知型

型型

型）・

）・）・

）・コ

ココ

コン

ンン

ンピュ

ピュピュ

ピュー

ーー

ーテ

テテ

ティング関連

ィング関連ィング関連

ィング関連 

  

 

コグニティブ・コンピューティング（英: cognitive computing）とは、自然言語を理解し、

学習し予測するコンピュータ・システム、またはその技術を指します。あらゆる情報から学

習し、自然な対話を通じて、私たちの意思決定を支援するコグニティブ・コンピューティン

グ・システムのひとつが、「ＩＢＭの

ＩＢＭのＩＢＭの

ＩＢＭの 

  

 Ｗａ

ＷａＷａ

Ｗａｔｓｏｎ

ｔｓｏｎｔｓｏｎ

ｔｓｏｎ」です。 

 

2016

20162016

2016 年に

年に年に

年に同社

同社同社

同社が

がが

が取得

取得取得

取得した特許のう

した特許のうした特許のう

した特許のうち

ちち

ち 2700

27002700

2700 件以上

件以上件以上

件以上は

はは

は、人工知能（

人工知能（人工知能（

人工知能（AI

AIAI

AI）や

）や）や

）やコ

ココ

コグ

ググ

グニテ

ニテニテ

ニティブ・

ィブ・ィブ・

ィブ・コ

ココ

コン

ンン

ン

ピュ

ピュピュ

ピュー

ーー

ーテ

テテ

ティング

ィングィング

ィングやク

やクやク

やクラウ

ラウラウ

ラウド

ドド

ドテ

テテ

テクノロ

クノロクノロ

クノロジ

ジジ

ジーに関連したもの

ーに関連したものーに関連したもの

ーに関連したものだという。 

 

ヘ

ヘヘ

ヘルス

ルスルス

ルスケ

ケケ

ケアに

アにアに

アに直接

直接直接

直接関

関関

関係

係係

係する特許は約

する特許は約する特許は約

する特許は約 100

100100

100 件にとどまるものの

件にとどまるものの件にとどまるものの

件にとどまるものの、

、、

、コ

ココ

コグ

ググ

グニテ

ニテニテ

ニティブ・

ィブ・ィブ・

ィブ・コ

ココ

コン

ンン

ンピュ

ピュピュ

ピュー

ーー

ーテ

テテ

テ

ィング関連の特許の多くは

ィング関連の特許の多くはィング関連の特許の多くは

ィング関連の特許の多くは、

、、

、ヘ

ヘヘ

ヘルス

ルスルス

ルスケ

ケケ

ケア業界でも

ア業界でもア業界でも

ア業界でも応用

応用応用

応用が

がが

が可

可可

可能だと

能だと能だと

能だと言われています。

言われています。言われています。

言われています。 

  

 

 

②

②②

② 

  

 ＩＢＭ以外の

ＩＢＭ以外のＩＢＭ以外の

ＩＢＭ以外の企業の

企業の企業の

企業の取得

取得取得

取得件数と

件数と件数と

件数と取得

取得取得

取得の増

の増の増

の増減

減減

減 

 

年間の特許件数トッ

年間の特許件数トッ年間の特許件数トッ

年間の特許件数トップ５

プ５プ５

プ５の

のの

の顔ぶ

顔ぶ顔ぶ

顔ぶれは

れはれは

れは前

前前

前年と

年と年と

年と同じ

同じ同じ

同じで

でで

で、ＩＢＭ

ＩＢＭＩＢＭ

ＩＢＭ（

（（

（8088

80888088

8088 件）

件）件）

件）の

のの

のほ

ほほ

ほか、

か、か、

か、 

  

 

サ

ササ

サムスン

ムスンムスン

ムスン電子

電子電子

電子（

（（

（5518

55185518

5518 件）

件）件）

件）、

、、

、キヤ

キヤキヤ

キヤノン

ノンノン

ノン（

（（

（3665

36653665

3665 件）

件）件）

件）、

、、

、クアル

クアルクアル

クアルコ

ココ

コム

ムム

ム（

（（

（2897

28972897

2897 件）

件）件）

件）、

、、

、そ

そそ

そして

してして

してアルフ

アルフアルフ

アルファ

ァァ

ァベ

ベベ

ベ

ット

ットット

ット傘下

傘下傘下

傘下のグーグル

のグーグルのグーグル

のグーグル（

（（

（2835

28352835

2835 件）

件）件）

件）によって

によってによって

によって占

占占

占められた。

められた。められた。

められた。 
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戦略

戦略戦略

戦略的に

的に的に

的に細

細細

細かな特許を多く出し、

かな特許を多く出し、かな特許を多く出し、

かな特許を多く出し、他

他他

他社

社社

社 

  

 の出願を

の出願をの出願を

の出願を防

防防

防いでいる

いでいるいでいる

いでいる面

面面

面もあ

もあもあ

もあるが、

るが、るが、

るが、 

米国のイ

米国のイ米国のイ

米国のイン

ンン

ンテ

テテ

テル

ルル

ル、アッ

、アッ、アッ

、アップ

ププ

プル

ルル

ルやアマ

やアマやアマ

やアマゾ

ゾゾ

ゾンの増

ンの増ンの増

ンの増加

加加

加率が

率が率が

率が目立つ

目立つ目立つ

目立つ、

、、

、日本は総

日本は総日本は総

日本は総じ

じじ

じて

てて

て減少傾向

減少傾向減少傾向

減少傾向にある

にあるにある

にある。 

 

順位

順位順位

順位 

  

 企業名

企業名企業名

企業名 

  

 国名

国名国名

国名 

  

 2016

20162016

2016 年米国特許取得件数

年米国特許取得件数年米国特許取得件数

年米国特許取得件数 

  

 2015

20152015

2015 年との増減

年との増減年との増減

年との増減 

  

 

１

１１

１ 

  

 ＩＢＭ

ＩＢＭＩＢＭ

ＩＢＭ 

  

 米国 ８０８８件

８０８８件８０８８件

８０８８件 

  

 １０％

１０％１０％

１０％ 

  

 増加

増加増加

増加 

  

 

２

２２

２ 

  

 サムスン電子

サムスン電子サムスン電子

サムスン電子 

  

 韓国 ５５１８件

５５１８件５５１８件

５５１８件 

  

  

３

３３

３ 

  

 キャノン

キャノンキャノン

キャノン 

  

 日本

日本日本

日本 

  

 ３６６５件

３６６５件３６６５件

３６６５件 

  

 １１％

１１％１１％

１１％ 

  

 減少

減少減少

減少 

  

 

４

４４

４ 

  

 クアルコム

クアルコムクアルコム

クアルコム 

  

 米国 ２８９７件

２８９７件２８９７件

２８９７件 

  

  

５

５５

５ 

  

 グーグル

グーグルグーグル

グーグル 

  

 米国 ２８３５件

２８３５件２８３５件

２８３５件 

  

  

６

６６

６ 

  

 Ｉｎｔｅｌ

ＩｎｔｅｌＩｎｔｅｌ

Ｉｎｔｅｌ 

  

 米国 ２７

２７２７

２７８４件

８４件８４件

８４件 

  

 ３６％

３６％３６％

３６％ 

  

 増加

増加増加

増加 

  

 

８

８８

８ 

  

 Ａｐｐｌｅ

ＡｐｐｌｅＡｐｐｌｅ

Ａｐｐｌｅ 

  

 米国 ２１０２件

２１０２件２１０２件

２１０２件 

  

 ８％

８％８％

８％ 

  

 増加

増加増加

増加 

  

 

１０

１０１０

１０ 

  

 ソニー

ソニーソニー

ソニー 

  

 日

日日

日本

本本

本 

  

 ２１８１件

２１８１件２１８１件

２１８１件 

  

 １１％

１１％１１％

１１％ 

  

 減少

減少減少

減少 

  

 

１３

１３１３

１３ 

  

 東芝

東芝東芝

東芝 

  

 日本

日本日本

日本 

  

 １９５４件

１９５４件１９５４件

１９５４件 

  

 ２６％

２６％２６％

２６％ 

  

 減少

減少減少

減少 

  

 

１４

１４１４

１４ 

  

 Ａｍａｚｏｎ

ＡｍａｚｏｎＡｍａｚｏｎ

Ａｍａｚｏｎ 

  

 米国 １６６２件

１６６２件１６６２件

１６６２件 

  

 ４６％

４６％４６％

４６％ 

  

 増加

増加増加

増加 

  

 

 

 

2

22

2.

..

. 発明とは

発明とは発明とは

発明とは何

何何

何か？を知る

か？を知るか？を知る

か？を知る 

  

 

 

  

 

次

次次

次に

にに

に「

「「

「特許

特許特許

特許で

でで

での

のの

の発明

発明発明

発明」

」」

」と

とと

とは

はは

は、

、、

、何

何何

何か

かか

かを

をを

を「

「「

「発明

発明発明

発明に

にに

に該当

該当該当

該当し

しし

しな

なな

ない

いい

い事

事事

事項

項項

項」

」」

」か

かか

から

らら

ら探

探探

探って

ってって

ってみ

みみ

みよ

よよ

よう

うう

う。

。。

。 

  

 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 特許での

特許での特許での

特許での発明とは

発明とは発明とは

発明とは何

何何

何か？

か？か？

か？ 

  

 

 

  

 

特許法の第

特許法の第特許法の第

特許法の第二条

二条二条

二条一

一一

一項

項項

項には、この法律で、「発明

発明発明

発明」とは、自然

自然自然

自然法

法法

法則

則則

則（自然

自然自然

自然界で

界で界で

界で観察

観察観察

観察される法

される法される法

される法則

則則

則）を

をを

を

利用

利用利用

利用した

したした

した技術

技術技術

技術的

的的

的思想

思想思想

思想（問題

問題問題

問題解

解解

解決

決決

決のための

のためののための

のための手段

手段手段

手段を意

を意を意

を意味

味味

味）の

のの

の創作

創作創作

創作のう

のうのう

のうち

ちち

ち高度のものをいう

高度のものをいう高度のものをいう

高度のものをいう と規定さ

れています。 

    ・・・・ 簡単

簡単簡単

簡単に言えば

に言えばに言えば

に言えば、自然

自然自然

自然界で

界で界で

界で観察

観察観察

観察される法

される法される法

される法則

則則

則を

をを

を利用

利用利用

利用して

してして

して、ある

あるある

ある課題

課題課題

課題を解

を解を解

を解決

決決

決した

したした

した場

場場

場合の

合の合の

合の、

そ

そそ

その解

の解の解

の解決手段

決手段決手段

決手段のアイデアが発明であると

のアイデアが発明であるとのアイデアが発明であると

のアイデアが発明であると考

考考

考え

ええ

えま

まま

ます

すす

す。 

     

  

 

（２）

（２）（２）

（２） 

  

 「

「「

「発明に

発明に発明に

発明に該当

該当該当

該当しないもの

しないものしないもの

しないもの」

」」

」から

からから

から理

理理

理解する

解する解する

解する    

        

     

 

具体的に解り辛いので、「審査

審査審査

審査基準

基準基準

基準に

にに

に書

書書

書かれているもの

かれているものかれているもの

かれているもの」で、「発明に

発明に発明に

発明に該当

該当該当

該当しないもの

しないものしないもの

しないもの」を見た方

が早かったりするので、発明に該当しないものの特徴を箇条書きにしてみます。 

・・・ 国

国国

国際

際際

際特許

特許特許

特許分類

分類分類

分類が

がが

が「分類不

分類不分類不

分類不能

能能

能」となるもの、技術分野

技術分野技術分野

技術分野が

がが

が「特

特特

特定

定定

定できないもの

できないものできないもの

できないもの」としている。 

 

①

①①

①  自然
自然自然

自然法

法法

法則自

則自則自

則自体は

体は体は

体は対象

対象対象

対象外

外外

外 ・・・・（たとえば、エネルギー保存の法則や万有引力の法則など） 

 

②

②②

②  単
単単

単なる発見であって

なる発見であってなる発見であって

なる発見であって創作

創作創作

創作ではないもの

ではないものではないもの

ではないもの・・・（たとえば、鉱石や自然現象などの単なる発見） 
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③

③③

③  自然
自然自然

自然法

法法

法則

則則

則に

にに

に反

反反

反するもの

するものするもの

するもの ・・・・（たとえば、永久機関【世の中にエネルギーの損失がなくて、 

動作する機関は存在しないと考えているため】） 

 

④

④④

④  自然
自然自然

自然法

法法

法則

則則

則を

をを

を利用

利用利用

利用していないもの

していないものしていないもの

していないもの ・・ （たとえば、経済法則などの自然法則以外の法則、 

人為的な取り決め、数学上の公式、人間の精神活動など）  

 

⑤

⑤⑤

⑤  技術
技術技術

技術的

的的

的思想

思想思想

思想でないもの

でないものでないもの

でないもの 

  

  

  

 

� 技
技技

技能

能能

能（個人的熟練が必要で、知能として他人に伝達できないもの。例は、カーブの投球方法） 

� 情報
情報情報

情報の

のの

の単

単単

単なる

なるなる

なる提示

提示提示

提示（たとえば、マニュアル、デジタルカメラで撮影された画像データなど） 

� 単
単単

単なる

なるなる

なる美

美美

美的

的的

的創造物

創造物創造物

創造物（たとえば、絵画や彫刻など） 

 

⑥

⑥⑥

⑥  課題
課題課題

課題解

解解

解決

決決

決には

にはには

には不可

不可不可

不可能なもの

能なもの能なもの

能なもの 

  

 

� 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、そ

そそ

その

のの

の手段

手段手段

手段によっては

によってはによっては

によっては、課題

課題課題

課題を解

を解を解

を解決

決決

決

することが明らかに

することが明らかにすることが明らかに

することが明らかに不可

不可不可

不可能なもの

能なもの能なもの

能なもの。 

 

⑦

⑦⑦

⑦  商売
商売商売

商売とかビ

とかビとかビ

とかビジ

ジジ

ジネスの方法に関するアイデア

ネスの方法に関するアイデアネスの方法に関するアイデア

ネスの方法に関するアイデアは？

は？は？

は？ 

  

 

� 特許の

特許の特許の

特許の対象

対象対象

対象にならないと

にならないとにならないと

にならないと考

考考

考えられていたが

えられていたがえられていたが

えられていたが、ただし、

ただし、ただし、

ただし、2000

20002000

2000 年

年年

年頃

頃頃

頃に

にに

に「ビ

ビビ

ビジ

ジジ

ジネス

ネスネス

ネスモ

モモ

モデル特許

デル特許デル特許

デル特許」ブ

ブブ

ブ

ームが

ームがームが

ームが起

起起

起き

きき

きて

てて

て、もっとも

もっとももっとも

もっとも、特許になるのは

特許になるのは特許になるのは

特許になるのは、

、、

、ビ

ビビ

ビジ

ジジ

ジネスの方法を

ネスの方法をネスの方法を

ネスの方法を実現

実現実現

実現するためのソフト

するためのソフトするためのソフト

するためのソフトウ

ウウ

ウェア

ェアェア

ェア

（

（（

（コ

ココ

コン

ンン

ンピュ

ピュピュ

ピュータ

ータータ

ーター

ーー

ープ

ププ

プログ

ログログ

ログラ

ララ

ラム）やシス

ム）やシスム）やシス

ム）やシステ

テテ

テムの

ムのムの

ムの技術

技術技術

技術的な特

的な特的な特

的な特徴

徴徴

徴が「発明」と

が「発明」とが「発明」と

が「発明」と認

認認

認められたものだけ

められたものだけめられたものだけ

められたものだけ。 

⇒

⇒⇒

⇒【「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源（コンピューター

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源（コンピューター「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源（コンピューター

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源（コンピューターや周辺機器）を用いて

や周辺機器）を用いてや周辺機器）を用いて

や周辺機器）を用いて 

  

 

具体的に実現されている」場合、そのソフトウェアは

具体的に実現されている」場合、そのソフトウェアは具体的に実現されている」場合、そのソフトウェアは

具体的に実現されている」場合、そのソフトウェアは、

、、

、「自然法則を利用した技術的思想の

「自然法則を利用した技術的思想の「自然法則を利用した技術的思想の

「自然法則を利用した技術的思想の 

  

 

創作」であると言える

創作」であると言える創作」であると言える

創作」であると言えるとし

としとし

としている

ているている

ている】 
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3.

..

. 知的財産権とは？

知的財産権とは？知的財産権とは？

知的財産権とは？ 

  

 

 

そ

そそ

そも

もも

もそ

そそ

そも

もも

も、「特許権」が

「特許権」が「特許権」が

「特許権」が属

属属

属している「知的財産権」とは

している「知的財産権」とはしている「知的財産権」とは

している「知的財産権」とは何

何何

何なのか？

なのか？なのか？

なのか？ 

  

 ・・・ 

  

 調

調調

調べて見

べて見べて見

べて見よ

よよ

よう

うう

う。 

 

・・・

・・・・・・

・・・「人間の知的な

「人間の知的な「人間の知的な

「人間の知的な創造活動

創造活動創造活動

創造活動によって

によってによって

によって生じ

生じ生じ

生じた

たた

た無形

無形無形

無形の（

の（の（

の（形

形形

形のない）財産に関わる権

のない）財産に関わる権のない）財産に関わる権

のない）財産に関わる権利

利利

利」といえる

」といえる」といえる

」といえる。 

・・・

・・・・・・

・・・独創

独創独創

独創的な発明やデ

的な発明やデ的な発明やデ

的な発明やデザ

ザザ

ザイン、

イン、イン、

イン、小説

小説小説

小説・

・・

・音楽

音楽音楽

音楽・

・・

・絵画

絵画絵画

絵画などは、すべて「

などは、すべて「などは、すべて「

などは、すべて「知的財産権

知的財産権知的財産権

知的財産権」の

」の」の

」の対象

対象対象

対象となる

となるとなる

となる。 

 

 権利の種類

権利の種類権利の種類

権利の種類 

  

 保護の対象

保護の対象保護の対象

保護の対象 

  

 権利存続期間

権利存続期間権利存続期間

権利存続期間 

  

 

 

  

 

知

知知

知

的

的的

的

財

財財

財

産

産産

産

権

権権

権 

  

 

産業

産業産業

産業 

  

 

財産権

財産権財産権

財産権 

  

 

特許権

特許権特許権

特許権 

  

 発

発発

発明

明明

明 

  

 出願日から

出願日から出願日から

出願日から 20

2020

20 年（一部

年（一部年（一部

年（一部 25

2525

25 年迄延長）

年迄延長）年迄延長）

年迄延長） 

  

 

実用新案権

実用新案権実用新案権

実用新案権 

  

 物品の形状等の考案

物品の形状等の考案物品の形状等の考案

物品の形状等の考案 

  

 出願日から

出願日から出願日から

出願日から 10

1010

10 年

年年

年 

  

 

意匠権

意匠権意匠権

意匠権 

  

 物品のデザイン

物品のデザイン物品のデザイン

物品のデザイン 

  

 登録日から

登録日から登録日から

登録日から 20

2020

20 年

年年

年 

  

 

商標権

商標権商標権

商標権 

  

 物品・ｻｰﾋﾞｽに利用するマーク

物品・ｻｰﾋﾞｽに利用するマーク物品・ｻｰﾋﾞｽに利用するマーク

物品・ｻｰﾋﾞｽに利用するマーク 

  

 登録日から

登録日から登録日から

登録日から 10

1010

10 年（更新制度あり）

年（更新制度あり）年（更新制度あり）

年（更新制度あり） 

  

 

その他

その他その他

その他

の権利

の権利の権利

の権利 

  

 

著作権

著作権著作権

著作権 

  

 文芸、学術、美術、音楽など

文芸、学術、美術、音楽など文芸、学術、美術、音楽など

文芸、学術、美術、音楽など 

  

 原則著作者の死亡から

原則著作者の死亡から原則著作者の死亡から

原則著作者の死亡から 50

5050

50 年

年年

年 

  

 

不正競争

不正競争不正競争

不正競争 

  

 

行為の禁止

行為の禁止行為の禁止

行為の禁止 

  

 

商品表示、商品形態、営業秘密

商品表示、商品形態、営業秘密商品表示、商品形態、営業秘密

商品表示、商品形態、営業秘密

など

などなど

など 

  

 

―

――

― 
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（１）

（１）（１）

（１） 

  

 産業財産権

産業財産権産業財産権

産業財産権 

  

 

 

各権利を保護する法律に 

ついて、補足してみよう。 

 

 

イ

イイ

イ)

))

) 

  

 特許法

特許法特許法

特許法 

  

 

 

特許法の目的は

特許法の目的は特許法の目的は

特許法の目的は、「発明の

発明の発明の

発明の保護

保護保護

保護」と「発明の

発明の発明の

発明の利用

利用利用

利用」による産業の発

産業の発産業の発

産業の発達

達達

達です

ですです

です。 

 

� 「発明の

発明の発明の

発明の保護

保護保護

保護」とは、発明の

発明の発明の

発明の内容

内容内容

内容を一

を一を一

を一般

般般

般に

にに

に公表

公表公表

公表する見

する見する見

する見返

返返

返りとして、発明

りとして、発明りとして、発明

りとして、発明家

家家

家に

にに

に期限付

期限付期限付

期限付きの

きのきの

きの 

  

 

独占

独占独占

独占権

権権

権を与え

を与えを与え

を与え、これによって発明

これによって発明これによって発明

これによって発明家

家家

家を

をを

を保護

保護保護

保護し

しし

し、そ

そそ

その

のの

の創作

創作創作

創作意

意意

意欲

欲欲

欲を

をを

を促進

促進促進

促進することです

することですすることです

することです。 

 

� 「発明の

発明の発明の

発明の利用

利用利用

利用」とは、発明の

発明の発明の

発明の内容

内容内容

内容を

をを

を公表

公表公表

公表することで

することですることで

することで、そ

そそ

その発明の

の発明のの発明の

の発明の幅広

幅広幅広

幅広い

いい

い利用

利用利用

利用を

をを

を可

可可

可能とする

能とする能とする

能とする 

  

 

ことです

ことですことです

ことです。 

 

この

このこの

この両

両両

両方の

方の方の

方のバラ

バラバラ

バランスを

ンスをンスを

ンスを図

図図

図ることで

ることでることで

ることで、

、、

、発明を

発明を発明を

発明を奨励

奨励奨励

奨励し

しし

し、

、、

、産業の発

産業の発産業の発

産業の発達

達達

達につなげるというのが

につなげるというのがにつなげるというのが

につなげるというのが、

、、

、特許法

特許法特許法

特許法

の

のの

の根底

根底根底

根底にある

にあるにある

にある考

考考

考え方です

え方ですえ方です

え方です。

。。

。 

  

 

 

ロ

ロロ

ロ)

))

) 

  

 実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案法

法法

法 

  

 

 

特許法と

特許法と特許法と

特許法と同様

同様同様

同様に

にに

に、技術

技術技術

技術的

的的

的思想

思想思想

思想の

のの

の創作

創作創作

創作の

のの

の保護

保護保護

保護と利用

利用利用

利用による産業の発

による産業の発による産業の発

による産業の発達

達達

達を、その目的としている。 

 

ただし、保護対象である「考案・アイデア」が発明のように、「高度なもの」である必要が無い

点、「物品の形状、構造、または組み合わせに係るもの（関係するもの）」でなければならない点

などが、特許法とは異なっている ・・・「特許と

「特許と「特許と

「特許と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案の

のの

の違

違違

違いは、第７

いは、第７いは、第７

いは、第７章

章章

章で

でで

で詳細

詳細詳細

詳細を

をを

を調

調調

調査

査査

査」

」」

」 

  

 

 

ハ

ハハ

ハ)

))

) 

  

 意

意意

意匠

匠匠

匠法

法法

法 

  

 

 

  一定水準以上の物品

物品物品

物品の

のの

の美

美美

美的な外

的な外的な外

的な外観

観観

観（デ

（デ（デ

（デザ

ザザ

ザイン）の

イン）のイン）の

イン）の保護

保護保護

保護と

とと

と利用

利用利用

利用を図ることで、意匠の創作を奨励し、

産業の発達に寄与することを、その目的としている。 

 

ニ

ニニ

ニ)

))

) 

  

 商標

商標商標

商標法

法法

法 

  

 

 

  商

商商

商法（

法（法（

法（商品

商品商品

商品・

・・

・サ

ササ

サービスに

ービスにービスに

ービスに利用

利用利用

利用する

するする

する名称

名称名称

名称やシン

やシンやシン

やシンボ

ボボ

ボルマーク）を

ルマーク）をルマーク）を

ルマーク）を保護

保護保護

保護することによって、商品やサー 

ビスの提供者の業務上の信用維持を図り、産業の発達に寄与するとともに、需要者（消費者）の 

利益を保護することを、その目的としている。「SONYのﾛｺﾞ」や「ﾔﾏﾄ運輸のｸﾛﾈｺﾏｰｸ」などがある。 
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（２）

（２）（２）

（２） 

  

 著作

著作著作

著作権法

権法権法

権法 

  

 

 

  保護

保護保護

保護の

のの

の対象

対象対象

対象は、

は、は、

は、小説

小説小説

小説・

・・

・音楽

音楽音楽

音楽・

・・

・絵画

絵画絵画

絵画などの「

などの「などの「

などの「著作物

著作物著作物

著作物」である

」である」である

」である。 

 

  産業財産権法が「産業の発達に寄与」することを目的にしているのに対して、 

・・・・ 著作

著作著作

著作権法は

権法は権法は

権法は、「

「「

「文化

文化文化

文化の発

の発の発

の発展

展展

展に寄与」することを目的としている

に寄与」することを目的としているに寄与」することを目的としている

に寄与」することを目的としている点が異なります。 

 

  また、産業財産権が登録して初めて権利が発生するのに対して、著作権は著作物を創作した時点 

で自動的に権利が発生します ・・・・ これを無方式主義と言います。 

 

（３）

（３）（３）

（３） 

  

 不

不不

不正

正正

正競

競競

競争

争争

争防止

防止防止

防止法

法法

法 

  

 

 

  事業

事業事業

事業者

者者

者間の

間の間の

間の公

公公

公正な

正な正な

正な競

競競

競争などを

争などを争などを

争などを確保

確保確保

確保して

してして

して、国

国国

国民

民民

民経済を

経済を経済を

経済を健全

健全健全

健全に発

に発に発

に発展

展展

展さ

ささ

させ

せせ

せることを

ることをることを

ることをそ

そそ

その目的

の目的の目的

の目的としている。 

 

  特に「権利」を設定することなく、不正競争行為として定められている一定の行為（他

他他

他人が

人が人が

人が築

築築

築い

いい

い 

  

 

た

たた

た信用

信用信用

信用にタ

にタにタ

にタダ乗

ダ乗ダ乗

ダ乗りする

りするりする

りする行為

行為行為

行為や営業

や営業や営業

や営業秘密

秘密秘密

秘密を

をを

を盗

盗盗

盗み

みみ

み取

取取

取る

るる

る行為

行為行為

行為など

などなど

など）を直接

直接直接

直接的に

的に的に

的に規

規規

規制する

制する制する

制するという点で、 

不正競争防止法は、産業財産権法と大きく異なっています。 

 

4

44

4.

..

. 特許庁に

特許庁に特許庁に

特許庁にお

おお

おける審査の流れ

ける審査の流れける審査の流れ

ける審査の流れ 

  

 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 特許権を

特許権を特許権を

特許権を取

取取

取るための

るためのるための

るための手

手手

手続きの流れ

続きの流れ続きの流れ

続きの流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【

【【

【特許権を

特許権を特許権を

特許権を取

取取

取るための

るためのるための

るための手

手手

手続き

続き続き

続き】

】】

】；特許庁に

；特許庁に；特許庁に

；特許庁にお

おお

おける審査の流れ

ける審査の流れける審査の流れ

ける審査の流れ（

（（

（簡略

簡略簡略

簡略）

））

） 

  

 

特許出願

特許出願特許出願

特許出願 

  

 

審査請求

審査請求審査請求

審査請求 

  

 

方式審査

方式審査方式審査

方式審査 

  

 

出願公開

出願公開出願公開

出願公開 

  

 公開公報発行

公開公報発行公開公報発行

公開公報発行 

  

 

みなし取り下げ

みなし取り下げみなし取り下げ

みなし取り下げ 

  

 

拒絶理由通知

拒絶理由通知拒絶理由通知

拒絶理由通知 

  

 

拒絶査定

拒絶査定拒絶査定

拒絶査定 

  

 

意見書・補正書

意見書・補正書意見書・補正書

意見書・補正書 

  

 

実体審査

実体審査実体審査

実体審査 

  

 

３ 年

３ 年３ 年

３ 年

以内

以内以内

以内 

  

 

【出願日から

【出願日から【出願日から

【出願日から 1

11

1 年

年年

年 6

66

6 ヶ月経過後】

ヶ月経過後】ヶ月経過後】

ヶ月経過後】 

  

 

【審査請求期間の経過後】

【審査請求期間の経過後】【審査請求期間の経過後】

【審査請求期間の経過後】 

  

 

特許査定

特許査定特許査定

特許査定 

  

 

←――

←――←――

←―― 

  

 特許権が成立する

特許権が成立する特許権が成立する

特許権が成立する 

  

 

特許権の設定登録

特許権の設定登録特許権の設定登録

特許権の設定登録 

  

 

審査請求なし

審査請求なし審査請求なし

審査請求なし 

  

 

NG

NGNG

NG 

  

 

OK

OKOK

OK 
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（２）

（２）（２）

（２） 

  

 特許出願

特許出願特許出願

特許出願 

  

 

 

  

 

特許を取るためには、特許庁に「特許出願

特許出願特許出願

特許出願」をして、必要な要件を満たしているかどうかの 

方式的な審査を受ける必要があります。 

 

� 「願書」

「願書」「願書」

「願書」に所定事項を記載する。 

� 「明細書」

「明細書」「明細書」

「明細書」：発明の内容を詳しく説明する書面を記載する。 

� 「特許請求の範囲」

「特許請求の範囲」「特許請求の範囲」

「特許請求の範囲」：特許を受けようとする発明を特定する書面を記載する。 

� 「要約書」

「要約書」「要約書」

「要約書」＆

＆＆

＆「図面」

「図面」「図面」

「図面」：発明の概要をまとめた書面を記載、図面を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）

（３）（３）

（３） 

  

 方

方方

方式

式式

式審査

審査審査

審査＆公

＆公＆公

＆公開

開開

開 

  

 

 

特許庁に提出された出願書類は、方式審査として、所定の書式どうりであるかどうかがチェッ

クされ、出願日から１年６

出願日から１年６出願日から１年６

出願日から１年６ヶ

ヶヶ

ヶ月を経過すると、発明の

月を経過すると、発明の月を経過すると、発明の

月を経過すると、発明の内容

内容内容

内容が

がが

が公

公公

公開

開開

開公報

公報公報

公報によって

によってによって

によって公

公公

公開されます

開されます開されます

開されます。 

 

出願公開は、自動的になされますが、そのまま放っておいても特許庁での審査は始まりません。 

 

出願日から３年以

出願日から３年以出願日から３年以

出願日から３年以内

内内

内に

にに

に、

、、

、特許庁に

特許庁に特許庁に

特許庁に対

対対

対して「審査してくれ」の「

して「審査してくれ」の「して「審査してくれ」の「

して「審査してくれ」の「審査請

審査請審査請

審査請求

求求

求」をしなければなりま

」をしなければなりま」をしなければなりま

」をしなければなりま

せ

せせ

せん。

ん。ん。

ん。なお、期間内に審査請求をしないと、出願は取り下げられたものとみなされて、以後、

権利化する（特許にする）ことは出来なくなってしまうので、注意が必要です。みなし取り下

げとなります。 

【書類名】       特許願

特許願特許願

特許願 

【整理番号】      ＰＯＯＯＯＯ３－１ 

【あて先】       特許庁長官殿 

【国際特許分類】    Ａ１１Ｂ  １／１１    Ａ１１Ｂ  ２／１１ 

【発明者】   【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号  【氏名】   発明 一郎 

【特許出願人】 【識別番号】  ０００００００００  【氏名又は名称】 〇〇株式会社 

【代理人】   【識別番号】  ０００００００００  【弁理士】 【氏名又は名称】  代理 太郎 

【選任した代理人】 【識別番号】０００００００００  【弁理士】 【氏名又は名称】  代理 一郎 

          【電話番号】００－００００－００００ 【連絡先】 担当 

【手数料の表示】  【予納台帳番号】  ００００００  【納付金額】  １４０００ 

【提出物件の目録】 

  【物件名】

【物件名】【物件名】

【物件名】     

  

 明細書

明細書明細書

明細書 

  

  

  

 

  【物件名】

【物件名】【物件名】

【物件名】     

  

 特許請求の範囲

特許請求の範囲特許請求の範囲

特許請求の範囲  

  【物件名】

【物件名】【物件名】

【物件名】 

  

     要約書

要約書要約書

要約書  

  【物件名】

【物件名】【物件名】

【物件名】     図面

図面図面

図面  
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（

（（

（４

４４

４）

））

） 

  

 審査請

審査請審査請

審査請求

求求

求＆実

＆実＆実

＆実体審査

体審査体審査

体審査 

  

 

 

審査請求がなされると、それを受けて、特許庁の審査官による審査（実

実実

実体審査

体審査体審査

体審査）が開始される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査官は、その特許出願が法律で規定された要件を満たしているのかどうか、別の言い方をす

れば、拒絶理由がないかどうかを審査する。 

 

審査の結果が「特許

特許特許

特許 OK

OKOK

OK」と判断すれば、すみやかに「特許査

特許査特許査

特許査定

定定

定」：特許をすべき旨の査定がな

される。 

 

   逆に、審査官が「特許

特許特許

特許 NG

NGNG

NG」と判断すれば、それを出願人に知らせるための「拒絶理由

拒絶理由拒絶理由

拒絶理由通知

通知通知

通知」が 

送付される。  

 

（

（（

（５

５５

５）

））

） 

  

 拒絶理由

拒絶理由拒絶理由

拒絶理由通知

通知通知

通知＆

＆＆

＆意見

意見意見

意見書

書書

書・

・・

・補

補補

補正

正正

正書

書書

書 

  

 

 

「拒絶理由

拒絶理由拒絶理由

拒絶理由通知

通知通知

通知」を受け取った出願人は、拒絶理由解消のために、「意見

意見意見

意見書

書書

書」や「手

手手

手続

続続

続補

補補

補正

正正

正書

書書

書」 

を提出することが出来る。 

 

   出願人の対応によって、拒絶理由が解消されれば、「特許査定」がなされるが、依然として解消 

されなければ、「拒絶

拒絶拒絶

拒絶査

査査

査定

定定

定」がなされることになる。 

 

（６）

（６）（６）

（６） 

  

 特許査

特許査特許査

特許査定＆

定＆定＆

定＆特許権の設

特許権の設特許権の設

特許権の設定

定定

定登

登登

登録

録録

録 

  

 

 

特許庁で「特許

特許庁で「特許特許庁で「特許

特許庁で「特許 OK

OKOK

OK」の「特許査

」の「特許査」の「特許査

」の「特許査定

定定

定」だけでは

」だけでは」だけでは

」だけでは、

、、

、特許権は発

特許権は発特許権は発

特許権は発生

生生

生しない

しないしない

しない。 

 

特許権発

特許権発特許権発

特許権発生

生生

生のためには、

のためには、のためには、

のためには、特許

特許特許

特許料

料料

料を

をを

を納

納納

納付

付付

付して、

して、して、

して、“特許

特許特許

特許原簿

原簿原簿

原簿”に

にに

に特許権の設

特許権の設特許権の設

特許権の設定

定定

定の

のの

の登

登登

登録

録録

録が

がが

が必

必必

必要となる

要となる要となる

要となる。 

 

   特許権の設

特許権の設特許権の設

特許権の設定

定定

定の

のの

の登

登登

登録

録録

録完了

完了完了

完了によって

によってによって

によって、特許権が成立する

特許権が成立する特許権が成立する

特許権が成立する。 （特許料の納付は分割納付も可能）

（特許料の納付は分割納付も可能）（特許料の納付は分割納付も可能）

（特許料の納付は分割納付も可能） 

  

 

 

 

【書類名】    出願審査請求書

出願審査請求書出願審査請求書

出願審査請求書 

  

 

【あて先】    特許庁長官殿 

【出願の表示】  【出願番号】 特願００００－００００００ 

【請求項の数】     １ 

【請求人】    【識別番号】 ０００００００００ 【氏名又は名称】  〇〇株式会社 

【代理人】 

  

    【識別番号】 ０００００００００ 【弁理士】 【氏名又は名称】  代理 太郎 

【手数料の表示】 【予納台帳番号】 ００００００  【納付金額】   １２２０００ 
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5

55

5.

..

. どんな発明が特許となるの

どんな発明が特許となるのどんな発明が特許となるの

どんな発明が特許となるのだろう

だろうだろう

だろうか？

か？か？

か？ 

 

特許されるために必要な条件（特許要件）をチェックする。詳しくは特許庁の「特許・

特許・特許・

特許・実用

実用実用

実用審査

審査審査

審査基準

基準基準

基準」

第１部・第１章「明

明明

明細書

細書細書

細書の

のの

の記

記記

記載

載載

載要件

要件要件

要件」の全体を参照して見てください。 

 

また、具体的な発明事例をインタ―ネットで検索して、「どんな発明」＆「どんな記載」が必要なのか。 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 特許の要件

特許の要件特許の要件

特許の要件 

  

 

 

①

①①

① 

  

 チ

チチ

チェック要件１

ェック要件１ェック要件１

ェック要件１ 

  

 ；

；；

；特許法が

特許法が特許法が

特許法が保護

保護保護

保護する「

する「する「

する「発明

発明発明

発明」

」」

」【

【【

【自然

自然自然

自然法

法法

法則

則則

則を

をを

を利用

利用利用

利用した

したした

した技術思想

技術思想技術思想

技術思想】

】】

】であるか？

であるか？であるか？

であるか？ 

  

 

発明でないものの例を下記に挙げる。 

（a）金融保険制度、課税方法、遊戯方法などは、人為的な取り決めに過ぎず、自然法則を利用していない。 

（b）心理法則を利用した広告方法などは、生理学上の法則とは異なり、自然法則を利用していない。 

（Ç）永久機関などは、反復の可能性がなく、したがって、自然法則を利用していない。 

 

②

②②

② 

  

 チ

チチ

チェック要件２

ェック要件２ェック要件２

ェック要件２ 

  

 ；

；；

；そ

そそ

その発明は

の発明はの発明は

の発明は産業上

産業上産業上

産業上利

利利

利用

用用

用できるか？

できるか？できるか？

できるか？   

      

   【

【【

【有用性

有用性有用性

有用性(utility)(utility)(utility)(utility)の要件

の要件の要件

の要件】 

  

 

 

  

 

医療方法は「産業上利用」できないものとされている。ただし、医療装置は「産業上利用」出来

医療装置は「産業上利用」出来医療装置は「産業上利用」出来

医療装置は「産業上利用」出来

るものとされている。この「医療装置」には培養された皮

るものとされている。この「医療装置」には培養された皮るものとされている。この「医療装置」には培養された皮

るものとされている。この「医療装置」には培養された皮膚

膚膚

膚シートなども

シートなどもシートなども

シートなども含ま

含ま含ま

含まる

るる

る。 

 

③

③③

③ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件３

３３

３ 

  

 ；

；；

；出願

出願出願

出願前

前前

前に

にに

にそ

そそ

その発明と

の発明との発明と

の発明と同じ技術

同じ技術同じ技術

同じ技術が世の中に知られていないか？

が世の中に知られていないか？が世の中に知られていないか？

が世の中に知られていないか？ 

  

 

【

【【

【新

新新

新規

規規

規性

性性

性または

またはまたは

または非

非非

非公

公公

公知という

知という知という

知という】

】】

】 

  

 

原則として世の中にオープンにされたものは特許になりません。特許法は、秘密状態の発明を開

示したことに対して与えられるという側面を有するからです。 

 

出願人といえども発明に関係する【製

製製

製品の

品の品の

品の販売

販売販売

販売・

・・

・展

展展

展示（発明の

示（発明の示（発明の

示（発明の内容

内容内容

内容が分かる状態で）・

が分かる状態で）・が分かる状態で）・

が分かる状態で）・テレビ

テレビテレビ

テレビでの

でのでの

での

放映

放映放映

放映（発明の

（発明の（発明の

（発明の内容

内容内容

内容が分かる状態で）・ウエブ上でのオー

が分かる状態で）・ウエブ上でのオーが分かる状態で）・ウエブ上でのオー

が分かる状態で）・ウエブ上でのオープ

ププ

プン（発明の

ン（発明のン（発明の

ン（発明の内容

内容内容

内容が分かる状態で）・

が分かる状態で）・が分かる状態で）・

が分かる状態で）・研究

研究研究

研究

論

論論

論文発表などを行

文発表などを行文発表などを行

文発表などを行う

うう

うと

とと

と】発明が

発明が発明が

発明が世

世世

世の中に対し秘密の状態でな

の中に対し秘密の状態でなの中に対し秘密の状態でな

の中に対し秘密の状態でなく

くく

くなるので

なるのでなるので

なるので、原則としてもはや特許

原則としてもはや特許原則としてもはや特許

原則としてもはや特許

にはなり

にはなりにはなり

にはなりません

ませんません

ません。特に、特許審査上、もっとも影響の大きなものとして、特許出願公開公報の先

行出願に記載されているものは、もはや特許になりません ・・・ 注

注注

注意を要する

意を要する意を要する

意を要する事

事事

事項

項項

項です

ですです

です。 

 

④

④④

④ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件４

４４

４ 

  

 ；

；；

；上

上上

上記

記記

記３の

３の３の

３の技術

技術技術

技術をもとに

をもとにをもとに

をもとに、

、、

、いわ

いわいわ

いわゆ

ゆゆ

ゆる

るる

る当

当当

当業

業業

業者

者者

者（

（（

（そ

そそ

その

のの

の技術分野

技術分野技術分野

技術分野のことを

のことをのことを

のことを理

理理

理解し

解し解し

解し

ている

ているている

ている者

者者

者）が

）が）が

）が容

容容

容易

易易

易に

にに

にそ

そそ

その発明をすること

の発明をすることの発明をすること

の発明をすることができたものでないか？

ができたものでないか？ができたものでないか？

ができたものでないか？  

    

  【

【【

【進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性】

】】

】 

  

 

 

  

 

特許審査実務上は、上記３の世の中に知られているもの（特許出願公開公報の先行出願に記載さ

れているもの）を、例えば二つ単に組み合わせたに過ぎないものは特許にならないとして拒絶さ

れます。組

組組

組み合

み合み合

み合わせ

わせわせ

わせに

にに

に際

際際

際し

しし

し、何

何何

何らかの

らかのらかの

らかの困難

困難困難

困難や

やや

や工夫

工夫工夫

工夫、特

、特、特

、特段

段段

段の

のの

の効果

効果効果

効果などがあれ

などがあれなどがあれ

などがあれば

ばば

ば、進歩性

進歩性進歩性

進歩性が

がが

が主張

主張主張

主張で

でで

でき

きき

き

ま

まま

ます

すす

す。この

このこの

この点

点点

点は

はは

は、意見書や補正書で

意見書や補正書で意見書や補正書で

意見書や補正書で反論

反論反論

反論する

するする

する際

際際

際の争

の争の争

の争点

点点

点になり

になりになり

になりま

まま

ます

すす

す。 
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⑤

⑤⑤

⑤ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件５

５５

５ 

  

 ；

；；

；他

他他

他人よりも

人よりも人よりも

人よりも早

早早

早く出願したか？

く出願したか？く出願したか？

く出願したか？  

    

     

      

   【

【【

【先願主義

先願主義先願主義

先願主義】

】】

】 

  

 

 

  

 

同一の発明が出願されたときは、先に出願したもの（先願）が特許されます。 

この先願主義によって後願が排除される（特許にならない）範囲は、先願の請求の範囲です（特

許法３９条）が、通常は先願が公開されることで明細書等全体が範囲になります。したがって、

出願は急がなければなりません。 

   

 （もっとも、出願が完了してしまうと、出願した技術内容を補正することは実質上、ほとんど

できません。これを新

新新

新規

規規

規事

事事

事項追加

項追加項追加

項追加の禁止

の禁止の禁止

の禁止（ニ

ニニ

ニューマター禁止

ューマター禁止ューマター禁止

ューマター禁止）といいます。 

技術内容が十分に記載せれていないと、補正をするときに悔しい思いをします。そして一度、

この出願が出願公開されてしまうと、もはや出願人でも別の出願で権利を取り直すことはできま

せん。ですから拙速

せっそく

は取り返しがつかないことにもなりかねません。じっくり出願しましょう） 

 

⑥

⑥⑥

⑥ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件６

６６

６ 

  

 ；

；；

；公

公公

公序良俗

序良俗序良俗

序良俗に

にに

に違反

違反違反

違反していないか？

していないか？していないか？

していないか？    

        

    【

【【

【公

公公

公序良俗

序良俗序良俗

序良俗の

のの

の違反

違反違反

違反】

】】

】 

  

 

 

例えば犯罪目的の装置（紙幣偽造装置、金塊密輸用チョッキ、麻薬吸飲具）など反社会的なもの

は特許になりません。 

 

⑦

⑦⑦

⑦ 

  

 チ

チチ

チェック要件７

ェック要件７ェック要件７

ェック要件７ 

  

 ；

；；

；明

明明

明細書

細書細書

細書の

のの

の記

記記

記載

載載

載は発明が

は発明がは発明が

は発明が実

実実

実施

施施

施できる

できるできる

できる程

程程

程度になされているか

度になされているか度になされているか

度になされているか 

  

 ？

？？

？ 

 

  

 

明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権

利書としての役割があり、明細書には、通常の技術者が実施可能な程度に発明を開示するととも

に、特許による保護を求める範囲をできるだけ明確に記載することが求められる。 なお、明細書

のうち、特許による保護を求める発明の範囲を記載する部分を「特許請求の 範囲」（クレーム）、

発明の具体的内容を開示する部分を「発明の詳細な説明」という。   【明細の記

明細の記明細の記

明細の記載

載載

載要件

要件要件

要件】 

 

⑧

⑧⑧

⑧ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件８

８８

８ 

  

 ；通

；通；通

；通常

常常

常の請

の請の請

の請求

求求

求範囲

範囲範囲

範囲は

はは

は複

複複

複数の請

数の請数の請

数の請求項

求項求項

求項を

をを

を有

有有

有するが、これら

するが、これらするが、これら

するが、これら各

各各

各請

請請

請求項

求項求項

求項の

のの

の内容

内容内容

内容が

がが

が 

「

「「

「発明の

発明の発明の

発明の単

単単

単一

一一

一性

性性

性」

」」

」（または「

（または「（または「

（または「出願の

出願の出願の

出願の単

単単

単一

一一

一性

性性

性」ともいう）を

」ともいう）を」ともいう）を

」ともいう）を有

有有

有するか？

するか？するか？

するか？ 

  

 

 

  

 

関係のない発明を一つの出願にすることはできません。 （別

別別

別の出願にし

の出願にしの出願にし

の出願にしま

まま

ます

すす

す）  

 

⑨

⑨⑨

⑨ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件９

９９

９ 

  

 ；

；；

；出願人が

出願人が出願人が

出願人が特許を

特許を特許を

特許を受

受受

受ける権

ける権ける権

ける権利

利利

利を

をを

を持

持持

持っているか？

っているか？っているか？

っているか？  

    

  【出願

出願出願

出願人

人人

人の

のの

の受け

受け受け

受ける権利

る権利る権利

る権利】 

  

 

 

他人がした発明をその人に、だまって出願することはできません。 

自分が発明をしたか、あるいは発明した者から許可を得て出願するか、でなければなりません。

また、複数人で権利を持っているときは、全員で出願しなければなりません。 

 

    ※

※※

※ 上記の要件で、特にチ

チチ

チェック

ェックェック

ェック要件

要件要件

要件１

１１

１、

、、

、２

２２

２、

、、

、３

３３

３、

、、

、９

９９

９などが重要です。 
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（２）

（２）（２）

（２） 

  

 特許の検索

特許の検索特許の検索

特許の検索 

  

 

 

インターネットを通じて、誰でも、いつでも、どこ からでも、無

無無

無料

料料

料で特許

で特許で特許

で特許情報

情報情報

情報の検索

の検索の検索

の検索ができる

ができるができる

ができる

サ

ササ

サービ

ービービ

ービ 

  

 スとして

スとしてスとして

スとして、「特許

特許特許

特許情報プラ

情報プラ情報プラ

情報プラットフ

ットフットフ

ットフォ

ォォ

ォーム（

ーム（ーム（

ーム（J

JJ

J-

--

-P

PP

Pla

lala

lat

tt

tP

PP

Pa

aa

at

tt

t）

））

）」 を

をを

を提

提提

提供

供供

供しています

していますしています

しています。 

 

     特許情報プラットフォームでは、明治以来、特特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）とは、 

許庁が発行してきた特許・実用新案、意匠、商標 に関する公報や外国公報に加え、それぞれの出

願の審査状況が簡単に確認できる経過情報等の特許情報を提供しています。  

 

 また、ユーザーが求める特許情報を効率的に提供できるよう、検索機能やユーザーインターフェ

ースの充実、J-GLOBAL（科学技術総合リンクセン ター）や中韓文献翻訳・検索システム（中国語

文献 及び韓国語文献の機械翻訳文の全文テキスト検索 が可能）等の外部サービスとの連携、「色

彩」や「音」等の新しいタイプの商標への対応を行うことにより、特許情報を提供する新たな情

報基盤としての 役割を担うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）

（３）（３）

（３） 

  

 特許

特許特許

特許事例１；

事例１；事例１；

事例１；【

【【

【有

有有

有用

用用

用性

性性

性(

((

(u

uu

ut

tt

tili

iliili

ilit

tt

ty

yy

y)

))

)の要件

の要件の要件

の要件】

】】

】   

  

 

・・ チ

チチ

チェック要件２

ェック要件２ェック要件２

ェック要件２；

；；

；産

産産

産業上

業上業上

業上利用

利用利用

利用性

性性

性があるのか？

があるのか？があるのか？

があるのか？ 

  

 

       

①

①①

① 再
再再

再生医

生医生医

生医療

療療

療に

にに

に関する

関する関する

関する特許

特許特許

特許 

  

 （

（（

（※

※※

※細

細細

細胞

胞胞

胞を

をを

を製造

製造製造

製造する

するする

する）

））

） 

  

 

 

  

 

「誘導多能性幹細胞」というのは、英語で 

“i

ii

induced

nducednduced

nduced 

  

 plurip

pluripplurip

pluripot

otot

oten

enen

ent

tt

t 

  

 s

ss

st

tt

tem

emem

em 

  

 cells

cellscells

cells”と言って 

略して“IP

IPIP

IPS

SS

S細

細細

細胞

胞胞

胞”と呼ばれています。 

      話

話話

話題

題題

題の

のの

の「IP

IPIP

IPS

SS

S細

細細

細胞

胞胞

胞」

」」

」を

をを

を使

使使

使った

ったった

った再

再再

再生医

生医生医

生医療

療療

療は特許

は特許は特許

は特許に

にに

に 

  

 

されるのか？

されるのか？されるのか？

されるのか？・・ 製造

製造製造

製造法に関する特許

法に関する特許法に関する特許

法に関する特許なら

ならなら

なら OK

OKOK

OK    

 

特許・

特許・特許・

特許・実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案     

          

     意

意意

意匠

匠匠

匠     

          

     商標

商標商標

商標     

          

     審判

審判審判

審判     

          

     経過

経過経過

経過情報

情報情報

情報 

  

 

特許・実⽤新案、意匠、商標の簡易検索 ヘルプ

ヘルプヘルプ

ヘルプ 

  

 

特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。

特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。

特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。 

  

  

  

 

分類・文献番号等での詳細な検索をされる場合は、上部各サービス（ナビゲーション部分）をご利用ください。

分類・文献番号等での詳細な検索をされる場合は、上部各サービス（ナビゲーション部分）をご利用ください。分類・文献番号等での詳細な検索をされる場合は、上部各サービス（ナビゲーション部分）をご利用ください。

分類・文献番号等での詳細な検索をされる場合は、上部各サービス（ナビゲーション部分）をご利用ください。 

  

 

特許・実用新案を探す▼

特許・実用新案を探す▼特許・実用新案を探す▼

特許・実用新案を探す▼ 

  

 

キーワード 

A

AA

AND

NDND

ND/OR

/OR/OR

/OR 

  

 ▼

▼▼

▼ 

  

 

検索

検索検索

検索 

  

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage# 
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②

②②

② IP

IPIP

IPS

SS

S細

細細

細胞

胞胞

胞はどういう

はどういうはどういう

はどういう細

細細

細胞

胞胞

胞なのか？

なのか？なのか？

なのか？ 

  

 

 

     身体の中にあるそれぞれの細胞は、心臓ならば心臓の細胞、肺ならば肺の細胞とその役割が 

決まっている。ところが、四種類の遺伝子を皮膚細胞に加えてみたところ、その皮膚細胞が 

変化して、筋肉や神経といった体の様々な組織の細胞になることができる新しい細胞になった。 

 

③

③③

③ 公
公公

公開特許

開特許開特許

開特許公報

公報公報

公報 

  

 公

公公

公開日が

開日が開日が

開日が 2008

20082008

2008 年

年年

年 11

1111

11 月

月月

月 27

2727

27 日の

日の日の

日の資料

資料資料

資料からすると

からするとからすると

からすると下記

下記下記

下記の

のの

の概

概概

概要が

要が要が

要が公

公公

公開され

開され開され

開されてい

ていてい

ている。

る。る。

る。 

 

特許の

特許の特許の

特許の詳細

詳細詳細

詳細な

なな

な内容

内容内容

内容は

はは

は、

、、

、高度な

高度な高度な

高度な内容

内容内容

内容なので

なのでなので

なので、

、、

、ここでは

ここではここでは

ここでは割

割割

割愛

愛愛

愛

かつあい

 

  

 ⇒

⇒⇒

⇒ 

  

 インターネットで検索のこと

インターネットで検索のことインターネットで検索のこと

インターネットで検索のこと。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21)出願

出願出願

出願番号

番号番号

番号 特願 2008-131577(P2008-131577)     (33)優先

優先優先

優先権

権権

権主張

主張主張

主張国

国国

国 日本国（

日本国（日本国（

日本国（J

JJ

JP

PP

P）

））

） 

  

 

(22)出願日

出願日出願日

出願日  平成

平成平成

平成 20

2020

20 年

年年

年 5

55

5 月

月月

月 20

2020

20 日

日日

日(

((

(2008.5.20

2008.5.202008.5.20

2008.5.20）     (74)代

代代

代理

理理

理人

人人

人 特許業務法人 特許事務所サイクス 

(11)特許

特許特許

特許番号

番号番号

番号 

  

 特許

特許特許

特許第

第第

第 4183742

41837424183742

4183742号

号号

号（

（（

（P4183742

P4183742P4183742

P4183742）

））

）      (72)発明者

発明者発明者

発明者 

  

 山

山山

山中

中中

中 

  

 伸

伸伸

伸弥

弥弥

弥 

  

 

(45)特許公報発行日

特許公報発行日特許公報発行日

特許公報発行日 平成 20 年 11 月 19 日      

(31)優先

優先優先

優先権

権権

権主張番号

主張番号主張番号

主張番号 特願 2005-359537          

(32)優先

優先優先

優先日

日日

日 平成 17 年 12 月 13 日（2005.12.13） 

（57）【要約

要約要約

要約】 （修正有） 

【課題

課題課題

課題】胚や ES 細胞を利用せずに分化細胞の初期化を誘導し、ES 細胞と同様な多能性や増殖能を有する 

誘導多能性幹細胞を簡便かつ再現性よく製造する方法を提供する。 

【解決手段

解決手段解決手段

解決手段】体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、下記の 4 種の遺伝子：Oct3/4、Klf4、c-Myc、

及び Sox2 を体細胞に導入する工程を含む方法。 

【特許請求の範囲

特許請求の範囲特許請求の範囲

特許請求の範囲】 

【請求

請求請求

請求項１

項１項１

項１】体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、下記の 4

44

4 種の

種の種の

種の遺伝子

遺伝子遺伝子

遺伝子：

：：

：Oct

OctOct

Oct3

33

3/

//

/4

44

4、

、、

、Klf

KlfKlf

Klf4

44

4、

、、

、c

cc

c-

--

-Myc

MycMyc

Myc、

、、

、

及

及及

及び

びび

び Sox

SoxSox

Sox2

22

2 を体細

を体細を体細

を体細胞

胞胞

胞に

にに

に導入

導入導入

導入する

するする

する工程

工程工程

工程を

をを

を含む

含む含む

含む方法

方法方法

方法。 

【選択

選択選択

選択図

図図

図】 

 

(54)【

【【

【発明の

発明の発明の

発明の名称

名称名称

名称】

】】

】誘導多

誘導多誘導多

誘導多能

能能

能性幹

性幹性幹

性幹細

細細

細胞

胞胞

胞の

のの

の製造

製造製造

製造方法

方法方法

方法      （特許情報プラットフォームから取得） 
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④

④④

④ IP

IPIP

IPS

SS

S細

細細

細胞

胞胞

胞は

はは

は具

具具

具体的にどう

体的にどう体的にどう

体的にどう役

役役

役立つのか？

立つのか？立つのか？

立つのか？      

            

      （

（（

（有用性

有用性有用性

有用性(utility)(utility)(utility)(utility)の要件

の要件の要件

の要件）

））

） 

  

 

 

      主に二つの応用が考えられています。 

 

� まず、一つ目

一つ目一つ目

一つ目は、病気の研究や創薬のための応用。ＩＰＳ細胞は身体のどの細組織の細胞

にも分化する能力を備えているから、ＩＰＳ細胞から作られた組織を使えば、発病のメカ

ニズムを解明したり、薬剤の効果や副作用を調べたりできる。 

 

� そして、二

二二

二つ目

つ目つ目

つ目が“再生医療”としての応用だ。ＩＰＳ細胞はその有力な切り札として 

        非常に期待が高まっている。 

        （再生医療とは、人工的に培養した細胞や組織を用いて、病気やけがなどによって、 

傷ついたり機能が失われたりした臓器や組織を修復したり再生したりする医療のこと） 

 

⑤

⑤⑤

⑤ IP

IPIP

IPS

SS

S細

細細

細胞

胞胞

胞の

のの

の分化

分化分化

分化誘導

誘導誘導

誘導方法は特許

方法は特許方法は特許

方法は特許 OK

OKOK

OKなのか？

なのか？なのか？

なのか？    

        

    （

（（

（審査

審査審査

審査基準

基準基準

基準の例外

の例外の例外

の例外）

））

） 

  

 

 

「人間の治療方法」そのものはもちろんのこと、「人間から採取したものを同一人に治療のた

めに戻すことを前提にして、取得したものを処理する方法（血液透析法など）」も人間を手術、

治療又は診断する方法」（医療行為）に該当するものとして、

、、

、特許

特許特許

特許は

はは

は NG

NGNG

NGとされている

とされているとされている

とされている。 

 

しかし

しかししかし

しかし、審査

審査審査

審査基準

基準基準

基準には次のような例外も

には次のような例外もには次のような例外も

には次のような例外も示

示示

示されている

されているされている

されている。 

 

人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するた

めの方法（例：細胞の分化誘導方法、細胞の分離・純化方法）は、特許

特許特許

特許は

はは

は OK

OKOK

OKとなる

となるとなる

となる。  

 

⑥

⑥⑥

⑥ 日本の特許法の

日本の特許法の日本の特許法の

日本の特許法の懸

懸懸

懸案

案案

案    

        

    （

（（

（各

各各

各国で、

国で、国で、

国で、審査

審査審査

審査基準

基準基準

基準の

のの

の範囲

範囲範囲

範囲や

やや

や保護

保護保護

保護に

にに

に若干

若干若干

若干の

のの

の差異

差異差異

差異がある

があるがある

がある）

））

） 

  

 

 

わが国の特許制度では、「

わが国の特許制度では、「わが国の特許制度では、「

わが国の特許制度では、「医

医医

医療

療療

療行為

行為行為

行為は産業ではない」ことになっている

は産業ではない」ことになっているは産業ではない」ことになっている

は産業ではない」ことになっている。しかし、そうした解

釈に無理が出ているのも事実であり、米国のように人間の

米国のように人間の米国のように人間の

米国のように人間の治療

治療治療

治療方法などの特許もとりあえず

方法などの特許もとりあえず方法などの特許もとりあえず

方法などの特許もとりあえず認

認認

認

めて

めてめて

めてお

おお

おく一方で、

く一方で、く一方で、

く一方で、医師

医師医師

医師による

によるによる

による医

医医

医療

療療

療行為

行為行為

行為が特許権の

が特許権のが特許権の

が特許権の侵害

侵害侵害

侵害とならないような例外の

とならないような例外のとならないような例外の

とならないような例外の規定

規定規定

規定を

をを

を作

作作

作って

ってって

ってお

おお

お

くというのも

くというのもくというのも

くというのも現実

現実現実

現実的な解

的な解的な解

的な解決

決決

決策

策策

策かもしれない。

かもしれない。かもしれない。

かもしれない。 

  

 

 

・・・ 米国のように「

米国のように「米国のように「

米国のように「治療又

治療又治療又

治療又は

はは

は診

診診

診断する方法」を「産業上

断する方法」を「産業上断する方法」を「産業上

断する方法」を「産業上利用

利用利用

利用することができる

することができるすることができる

することができる発明」とし

発明」とし発明」とし

発明」とし

て、特許権の

て、特許権のて、特許権の

て、特許権の及

及及

及ばない

ばないばない

ばない範囲

範囲範囲

範囲を

をを

を拡

拡拡

拡大して、特許の

大して、特許の大して、特許の

大して、特許の保護

保護保護

保護と

とと

とバラ

バラバラ

バランスが

ンスがンスが

ンスが取

取取

取れるような

れるようなれるような

れるような改善

改善改善

改善が

がが

が必

必必

必要。

要。要。

要。 

 

 

 

 

 

医療技術と特許は

医療技術と特許は医療技術と特許は

医療技術と特許は、特許権の範囲やその特許権の

特許権の範囲やその特許権の特許権の範囲やその特許権の

特許権の範囲やその特許権の侵害

侵害侵害

侵害など

などなど

など、

、、

、まだまだ

まだまだまだまだ

まだまだ、

、、

、い

いい

いろ

ろろ

ろい

いい

いろ

ろろ

ろな

なな

な課題

課題課題

課題(

((

(その

そのその

その時代

時代時代

時代の

のの

の背景

背景背景

背景や

やや

や

世界

世界世界

世界の技術

の技術の技術

の技術動向

動向動向

動向など

などなど

など)

))

) 

  

 があり

がありがあり

がありま

まま

ます

すす

す。たとえば、医

医医

医薬

薬薬

薬品業

品業品業

品業界

界界

界に

にに

に“

““

“2010

20102010

2010 年

年年

年問題”

問題”問題”

問題”という言葉があり、2010 年前

後に大型医薬品の特許が一斉に切れ、特許を持ったメーカーの収益が大きく落ち込む等 ⇒医療の

医療の医療の

医療の世界

世界世界

世界も競

も競も競

も競

争が

争が争が

争が激

激激

激し

しし

しく

くく

く、

、、

、研究

研究研究

研究者が

者が者が

者が研究

研究研究

研究に

にに

に専念

専念専念

専念で

でで

でき

きき

きるよ

るよるよ

るよう

うう

うに

にに

に、

、、

、知的財産や

知的財産や知的財産や

知的財産や契

契契

契約などを

約などを約などを

約などを管

管管

管理

理理

理サ

ササ

サポートする

ポートするポートする

ポートする組織

組織組織

組織も

もも

も必

必必

必要です

要です要です

要です。

。。

。 
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（

（（

（４

４４

４）

））

） 

  

 特許

特許特許

特許事例２；

事例２；事例２；

事例２；進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性 

  

 

・

・・

・・・

・・・・

・・ 

  

 チ

チチ

チェック要件

ェック要件ェック要件

ェック要件４

４４

４；

；；

；進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性が

がが

が問

問問

問われる特許

われる特許われる特許

われる特許案

案案

案件

件件

件 

  

 

 

①

①①

① 特許を探す（

特許を探す（特許を探す（

特許を探す（キ

キキ

キーワード；

ーワード；ーワード；

ーワード；孫

孫孫

孫正義）

正義）正義）

正義） 

特許情報プラットフォーム；J-PlatPalから、キーワード；孫

孫孫

孫正義

正義正義

正義を入力して検索してみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番

項番項番

項番 

  

 文献番号

文献番号文献番号

文献番号 

  

 発明の名称

発明の名称発明の名称

発明の名称 

  

 筆頭出願人

筆頭出願人筆頭出願人

筆頭出願人 

  

 発行日

発行日発行日

発行日 

  

 出願日

出願日出願日

出願日 

  

 出願番号

出願番号出願番号

出願番号 

  

 

1

11

1 

  

 特開 2017-010133 感情制御ｼｽﾃﾑ、ｼｽﾃﾑ及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ COCORO SB 株式会社 2017.1.12 2015.6.17 2015-122408 

3

33

3 

  

 特開 2017-010133 会話処理ｼｽﾃﾑ、ｼｽﾃﾑ及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社 他 2016.4.25 2014.9.22 2014-192556 

～

～～

～ 

  

 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

71

7171

71 

  

 特開平

特開平特開平

特開平 11

1111

11-

--

-164924

164924164924

164924 

  

 ゴルフｼｭﾐﾚｰｼｮﾝゲーム環境装置

ゴルフｼｭﾐﾚｰｼｮﾝゲーム環境装置ゴルフｼｭﾐﾚｰｼｮﾝゲーム環境装置

ゴルフｼｭﾐﾚｰｼｮﾝゲーム環境装置 

  

 孫正義

孫正義孫正義

孫正義 

  

 他

他他

他 

  

 1999.6.22 1997.12.3

1997.12.31997.12.3

1997.12.3 

  

 平 09-333026 

72

7272

72 

  

 特開平

特開平特開平

特開平 11

1111

11-

--

-164922

164922164922

164922    傾動ショット台装置の給球装置

傾動ショット台装置の給球装置傾動ショット台装置の給球装置

傾動ショット台装置の給球装置 

  

 孫正義

孫正義孫正義

孫正義 

  

 他

他他

他 

  

 1999.6.22 1997.12

1997.121997.12

1997.12.3

.3.3

.3 

  

 平 09-333025 

73

7373

73 

  

 特開平

特開平特開平

特開平 11

1111

11-

--

-164921

164921164921

164921    ゴルフ練習台

ゴルフ練習台ゴルフ練習台

ゴルフ練習台 

  

 孫正義

孫正義孫正義

孫正義 

  

 他

他他

他 

  

 1999.6.22 1997.12.3

1997.12.31997.12.3

1997.12.3 

  

 平 09-333024 

～

～～

～ 

  

 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

96

9696

96 

  

 再表 03-103259 端末接続装置、～及び多機能電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社  2005.10.6 ― 2004-510214 

 

 孫正義さんの特許は、通信システム、データベースサーバー、回線選択といったものだが、孫さん 

 個人の特許も検索された。2017

20172017

2017 年

年年

年 3

33

3 月

月月

月現

現現

現在

在在

在、検索された件数は、

、検索された件数は、、検索された件数は、

、検索された件数は、９

９９

９６件

６件６件

６件存在

存在存在

存在した

したした

した。 

 

②

②②

② ゴ
ゴゴ

ゴルフ特

ルフ特ルフ特

ルフ特訓

訓訓

訓マシ

マシマシ

マシーン

ーンーン

ーン  

    

  （

（（

（特許権

特許権特許権

特許権者

者者

者は

はは

は孫

孫孫

孫正義・

正義・正義・

正義・個

個個

個人で

人で人で

人であり

ありあり

あり、

、、

、ソフト

ソフトソフト

ソフトバ

ババ

バンク

ンクンク

ンク等

等等

等の法人

の法人の法人

の法人ではない

ではないではない

ではない）

））

） 

  

 

   

発明の“進歩性”とは、「発明が容易に創作できた程度のものではないこと」をいい、進歩性

が要求されているのは、新規性があっても、すでに世の中にある技術から簡単に思いつくよう

な発明を保護したのでは、技術の進歩に役立たないばかりか、かえって妨げになる。 

 

   実際に、ゴルフの練習装置だなんて、どこにでもある“ありふれた”ものだし、 

・・・・ この発明に

この発明にこの発明に

この発明に進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性があるのだろうか？

があるのだろうか？があるのだろうか？

があるのだろうか？ 

  

 どんなのが特許の発明となるのか？

どんなのが特許の発明となるのか？どんなのが特許の発明となるのか？

どんなのが特許の発明となるのか？ 

  

 

 

   1997年の 12 月に出願された「ゴルフ特訓マシーン」の特許概要を見ながら、 

・・・・ な

なな

なぜ

ぜぜ

ぜ、特許の申請が許

、特許の申請が許、特許の申請が許

、特許の申請が許可

可可

可されたのか？

されたのか？されたのか？

されたのか？ 

  

 調

調調

調べて見よう。

べて見よう。べて見よう。

べて見よう。 

  

 

 

特許・実用新案

特許・実用新案特許・実用新案

特許・実用新案     

          

     意匠

意匠意匠

意匠     

          

     商標

商標商標

商標     

          

     審判

審判審判

審判     

          

     経過情報

経過情報経過情報

経過情報 

  

 

特許・実用新案を探す▼

特許・実用新案を探す▼特許・実用新案を探す▼

特許・実用新案を探す▼ 

  

 孫正義孫正義孫正義孫正義    A

AA

AND 

ND ND 

ND ▼

▼▼

▼ 

  

 

検索

検索検索

検索 

  

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage# 

 

ヒ

ヒヒ

ヒット件数

ット件数ット件数

ット件数 

  

 ９６件９６件９６件９６件 一覧表示一覧表示一覧表示一覧表示    
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(

((

(ア

アア

ア)

))

) ゴ
ゴゴ

ゴルフ

ルフルフ

ルフ練習台

練習台練習台

練習台 

  

 

 

   平坦な場所でのゴルフ練習台では、ありきたりだが、爪先下がり、爪先上がり、左足下がり、

左足上がり等の斜面ショットの練習台は、進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性があるとした

があるとしたがあるとした

があるとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図面】

【図面】【図面】

【図面】 

  

 

(54)【

【【

【発明の

発明の発明の

発明の名称】ゴ

名称】ゴ名称】ゴ

名称】ゴルフ

ルフルフ

ルフ練習台

練習台練習台

練習台      

            

        

    

   

  

  （特許情報プラットフォームから取得） 

(21)出願

出願出願

出願番号

番号番号

番号 特願

特願特願

特願平

平平

平 9

99

9-

--

-333024

333024333024

333024 

  

  

  

            (72)発明者

発明者発明者

発明者 

  

 孫

孫孫

孫 

  

 正

正正

正義

義義

義 

  

 

(22)出願日

出願日出願日

出願日  平成

平成平成

平成 9

99

9 年

年年

年 12

1212

12 月

月月

月 3

33

3 日

日日

日(

((

(1997

19971997

1997.

..

.12

1212

12.

..

.3

33

3）      (72)発明者 他・複数人 

(71)

))

)出願

出願出願

出願人

人人

人 

  

 孫

孫孫

孫 

  

 正

正正

正義

義義

義  

    

                  

(71)出願人 鹿島建設株式会社  他           

(57)

(57)(57)

(57)【要約】

【要約】【要約】

【要約】 

  

 

【課題】

【課題】【課題】

【課題】爪先下がり、爪先上がり、左足下がり、左足上がり等の斜面ショットの練習を自由に行うことのできる

爪先下がり、爪先上がり、左足下がり、左足上がり等の斜面ショットの練習を自由に行うことのできる爪先下がり、爪先上がり、左足下がり、左足上がり等の斜面ショットの練習を自由に行うことのできる

爪先下がり、爪先上がり、左足下がり、左足上がり等の斜面ショットの練習を自由に行うことのできる 

  

 

ゴルフ練習台を提供する。

ゴルフ練習台を提供する。ゴルフ練習台を提供する。

ゴルフ練習台を提供する。 

  

 

【解決手段】

【解決手段】【解決手段】

【解決手段】ゴルフ練習用のショット台１と、ショット台１を下方の固定部２から３点以上で傾動自在に支持する傾

動ジャッキ３とを備えて、ショット台１を任意の傾斜角度に傾斜させることにより斜面ショットの練習を行う。 

【特許請求の範囲】

【特許請求の範囲】【特許請求の範囲】

【特許請求の範囲】 

  

 

【請求項１】

【請求項１】【請求項１】

【請求項１】ゴルフ練習用のショット台と、該ショット台を下方の固定部から３点以上で傾動自在に支持する傾動ジ

ャッキとを備えたことを特徴とするゴルフ練習台。 

【請求項２】

【請求項２】【請求項２】

【請求項２】ゴルフ練習用のショット台と、該ショット台を下方の固定部から３点以上で傾動自在に支持する傾動ジ

ャッキと、該傾動ジャッキ頭部に備えられて前記ショット台の傾動を許容するピンジョイントと、前記傾動ジャッキ

脚部を支持して前記ショット台の水平方向の移動を許容する自由接続手段と、前記ショット台の中心下部の固定部に

備えられた上下スライド用ブッシュ軸と、該上下スライド用ブッシュ軸と前記ショット台との間に備えられてショッ

ト台を傾動自在に支持する自由軸受とを備えたことを特徴とするゴルフ練習台。 

【請求項３】

【請求項３】【請求項３】

【請求項３】ショット台の内側に、更に３点以上の内側傾動ジャッキにより傾動自在に支持された内側ショット台を

備えていることを特徴とする請求項１又は２に記載のゴルフ練習台。 

【請求項４】

【請求項４】【請求項４】

【請求項４】ショット台の近傍に、傾動ジャッキに接続されてショット台の傾斜方向、傾斜角度を選定できる操作盤

を備えていることを特徴とする請求項１又は２又は３に記載のゴルフ練習台。 
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(

((

(イ

イイ

イ)

))

) 傾動
傾動傾動

傾動ショット

ショットショット

ショット台装置

台装置台装置

台装置の

のの

の給球装置

給球装置給球装置

給球装置 

 

斜面ショットの練習台に合わせて、傾動ショット台装置にボールを安定して供給する仕組み 

も進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性のある発明

のある発明のある発明

のある発明とみなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54)【

【【

【発明の

発明の発明の

発明の名称

名称名称

名称】

】】

】傾動

傾動傾動

傾動シ

シシ

ショッ

ョッョッ

ョット

トト

ト台

台台

台装置の

装置の装置の

装置の給球

給球給球

給球装置

装置装置

装置   （特許情報プラットフォームから取得） 

(21)出願

出願出願

出願番号

番号番号

番号 特願

特願特願

特願平

平平

平 9

99

9-

--

-333025

333025333025

333025  

    

             (72)発明者

発明者発明者

発明者 

  

 孫

孫孫

孫 

  

 正

正正

正義

義義

義 

  

 

(22)出願日

出願日出願日

出願日  平成

平成平成

平成 9

99

9 年

年年

年 12

1212

12 月

月月

月 3

33

3 日

日日

日(

((

(1997.12.3

1997.12.31997.12.3

1997.12.3）      (72)発明者 他・複数人 

(71)

))

)出願

出願出願

出願人

人人

人 

  

 孫

孫孫

孫 

  

 正

正正

正義

義義

義  

    

                  

(71)出願人 鹿島建設株式会社             

(31)出願人 石川島検査計測株式会社          

(57)

(57)(57)

(57)【要約】

【要約】【要約】

【要約】 

  

 

【課題】

【課題】【課題】

【課題】斜面ショットが可能な傾動ショット台装置にボールを安定して供給する

斜面ショットが可能な傾動ショット台装置にボールを安定して供給する斜面ショットが可能な傾動ショット台装置にボールを安定して供給する

斜面ショットが可能な傾動ショット台装置にボールを安定して供給する。

。。

。 

  

 

【解決手段】

【解決手段】【解決手段】

【解決手段】 傾動ジャッキにより傾動自在に支持しているショット台１の下部にボール２５を供給する固定給球

管２６に後端２７ａが接続され先端がＴ字状を有して上下に開口した垂直部２７ｂを形成する送出管２７と、送出

管２７の後端２７ａより送られるボール２５を１個ずつ垂直部２７ｂに排出する第１のエスケープ装置３１と、第

１のエスケープ装置３１から排出されたボール２５を押し棒３５により受けて送出管２７の垂直部２７ｂ内上方

に押出すボール押出装置３２と、ボール押出装置３２によって押出されたボール２５を落下しないように受ける第

２のエスケープ装置３９と、下端が送出管２７の垂直部２７ｂに接続され且つ上端がショット台１を貫通してショ

ット台１上の給球口４０に接続されたフレキシブル給球管４１とを備える。 

 

【特許請求の範囲】

【特許請求の範囲】【特許請求の範囲】

【特許請求の範囲】 

  

 

【請求項１】

【請求項１】【請求項１】

【請求項１】  ゴルフ練習用のショット台を下部の固定部から

傾動ジャッキにより傾動自在に支持している傾動ショット台

装置の前記ショット台上にボールを供給するための給球装置

であって、横方向からショット台下部にボールを供給する固定

給球管に後端が接続され先端がＴ字状を有して上下に開口し

た垂直部を形成する送出管と、該送出管の後端より送られるボ

ールを１個ずつ垂直部に排出するための第１のエスケープ装

置と、該第１のエスケープ装置から排出されたボールを押し棒

により受けて前記送出管の垂直部内上方に押出すボール押出

装置と、該ボール押出装置によって押出されたボールを落下し

ないように受ける第２のエスケープ装置と、下端が前記送出管

の垂直部に接続され且つ上端が前記ショット台を貫通してシ

ョット台上の給球口に接続されたフレキシブル給球管とを備

えたことを特徴とする傾動ショット台装置の給球装置。 
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(

((

(ウ

ウウ

ウ)

))

) ゴ
ゴゴ

ゴルフシ

ルフシルフシ

ルフシュ

ュュ

ュミレ

ミレミレ

ミレーション

ーションーション

ーションゲ

ゲゲ

ゲーム

ームーム

ーム環境装置

環境装置環境装置

環境装置 

 

   ゴルフ場にいるかのような“バーチャルな環境”でゴルフを練習することができるシュミ 

   レーション装置は、スポーツジム、大型ゲームセンター、高級ホテルなど、既にいろいろな 

場所で設置されている。 

   では、下記の

では、下記のでは、下記の

では、下記のゴ

ゴゴ

ゴルフシュ

ルフシュルフシュ

ルフシュミレ

ミレミレ

ミレーシ

ーシーシ

ーショ

ョョ

ョン

ンン

ンゲ

ゲゲ

ゲー

ーー

ーム環境

ム環境ム環境

ム環境装置は、

装置は、装置は、

装置は、どこ

どこどこ

どこに

にに

に進歩性

進歩性進歩性

進歩性があるの

があるのがあるの

があるのだろう

だろうだろう

だろうか

かか

か？

？？

？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ練習打席の周囲から風が吹く構造にするこ 

とで、風を体感しながらショットの練習ができる 

  という内容のようだ。でも、強風体験ができる施 

  設は各地にあるし、ゴルフの練習装置にも特殊効 

果で風が吹くようなものがありそうな気がします。 

 

・・・では、この発明のどこに

では、この発明のどこにでは、この発明のどこに

では、この発明のどこに進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性があるのか、

があるのか、があるのか、

があるのか、特許になった、

特許になった、特許になった、

特許になった、経

経経

経緯

緯緯

緯を

をを

を次

次次

次ペ

ペペ

ペー

ーー

ージ

ジジ

ジで

でで

で追ってみる

追ってみる追ってみる

追ってみる。

。。
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(54)【

【【

【発明の

発明の発明の

発明の名称

名称名称

名称】

】】

】ゴ

ゴゴ

ゴルフシュ

ルフシュルフシュ

ルフシュミレ

ミレミレ

ミレーシ

ーシーシ

ーショ

ョョ

ョン

ンン

ンゲ

ゲゲ

ゲー

ーー

ーム環境

ム環境ム環境

ム環境装置

装置装置

装置 （特許情報プラットフォームから取得） 

(21)出願

出願出願

出願番号

番号番号

番号 特願

特願特願

特願平

平平

平 9

99

9-

--

-33302

3330233302

333026

66

6  

    

             (72)発明者

発明者発明者

発明者 

  

 孫

孫孫

孫 

  

 正

正正

正義

義義

義 

  

 

(22)出願日

出願日出願日

出願日  平成

平成平成

平成 9

99

9 年

年年

年 12

1212

12 月

月月

月 3

33

3 日

日日

日(

((

(1997.12.3

1997.12.31997.12.3

1997.12.3）      (72)発明者 他・複数人 

(71)

))

)出願

出願出願

出願人

人人

人 

  

 孫

孫孫

孫 

  

 正

正正

正義

義義

義  

    

                 

(71)出願人 鹿島建設株式会社             

(31)出願人 石川島検査計測株式会社        

(

((

(57)

57)57)

57)【要約】

【要約】【要約】

【要約】 

  

 

【課題】

【課題】【課題】

【課題】風の向きや強さ等を体感しながらショットの練習を行うことができるゴルフシュミレーションゲーム

風の向きや強さ等を体感しながらショットの練習を行うことができるゴルフシュミレーションゲーム風の向きや強さ等を体感しながらショットの練習を行うことができるゴルフシュミレーションゲーム

風の向きや強さ等を体感しながらショットの練習を行うことができるゴルフシュミレーションゲーム 

  

 

環境装置を提供する。

環境装置を提供する。環境装置を提供する。

環境装置を提供する。 

  

 

【解決手段】

【解決手段】【解決手段】

【解決手段】ゴルフ練習打席１を取囲むように複数の空気口１０を設け、空気口１０の少なくとも１つにゴルフ練

習打席１に向けて空気を噴出する送風ファン１２を設ける。 

【特許請求の範囲】

【特許請求の範囲】【特許請求の範囲】

【特許請求の範囲】 

  

 

【請求項１】

【請求項１】【請求項１】

【請求項１】ゴルフ練習打席を取囲むように複数の空気口を設

け、該空気口の少なくとも１つにゴルフ練習打席に向けて空気

を噴出する送風ファンを設けたことを特徴とするゴルフシュミ

レーションゲーム環境装置。 

【請求項２】

【請求項２】【請求項２】

【請求項２】請求項１に記載の空気口を上下２段に備え、一方

の段の空気口を送風口とし、他方の段を吸引口としたことを特

徴とするゴルフシュミレーションゲーム環境装置。 

【請求項３】

【請求項３】【請求項３】

【請求項３】ゴルフ練習打席の上部近傍に、給水管に接続され

た散水ノズルを備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載

のゴルフシュミレーションゲーム環境装置。 
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    特許公報に書かれている従来技術の説明によると、従来のシュミレーション設備では、 

    風が吹いたりしなかったため、 

・・・・ 実際

実際実際

実際にどの

にどのにどの

にどの程

程程

程度の

度の度の

度の風

風風

風なのかを体

なのかを体なのかを体

なのかを体感

感感

感することが出

することが出することが出

することが出来

来来

来なかったという

なかったというなかったという

なかったという。 

 

    そのため、出願時の「特許請求の範囲」（特許を受けようとする発明を特定する書面） 

    の記載によると、この発明は、「ゴルフ練習打席を取り囲むように複数の空気口を設けて、 

    その空気口の送風ファンからゴルフ練習打席に向けて、空気を噴出させるようにした」 

     ・・・・ これにより、

これにより、これにより、

これにより、コ

ココ

コースの

ースのースの

ースのプ

ププ

プレ

レレ

レイと

イとイと

イと同様

同様同様

同様の

のの

の風

風風

風を体

を体を体

を体感

感感

感しながら

しながらしながら

しながら練習

練習練習

練習ができる

ができるができる

ができる。 

 

 

    だが、特許庁から

だが、特許庁からだが、特許庁から

だが、特許庁から“

““

“進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性なし

なしなし

なし”

””

”とする

とするとする

とする拒絶理由

拒絶理由拒絶理由

拒絶理由が通知

が通知が通知

が通知されている。

されている。されている。

されている。 

  

 

 

    （既に、似たような内容の考案が公知となっていた。 

⇒

⇒⇒

⇒扇風機を空気口に変更することは、当業者であれば簡単に思いつくような設計変更であり、

容易に発明することが出来たと審査官は指摘をしている） 

 

     ・・・・ 特許出願

特許出願特許出願

特許出願前

前前

前に

にに

に当

当当

当業

業業

業者

者者

者が

がが

が公

公公

公知発明などから

知発明などから知発明などから

知発明などから容

容容

容易

易易

易に発明をすることができた

に発明をすることができたに発明をすることができた

に発明をすることができたような

ようなような

ような 

  

 

場

場場

場合は、特許にはできないという

合は、特許にはできないという合は、特許にはできないという

合は、特許にはできないという理由

理由理由

理由からで

からでからで

からです

すす

す。

。。

。 

  

 

 

 

    これに

これにこれに

これに対

対対

対して、「

して、「して、「

して、「手

手手

手続

続続

続補

補補

補正

正正

正書

書書

書」と「

」と「」と「

」と「意見

意見意見

意見書

書書

書」を

」を」を

」を提

提提

提出した。

出した。出した。

出した。 

  

 

 

    具体的には、ゴルフ練習打席の周囲を空気ダクト（輸送）装置で取り囲み、その内側に複数

の空気口のそれぞれに「別個に開閉が可能なゲート装置」を設けたことが「明細書」や「図

面」に記載されていたため、そ

そそ

その

のの

の内容

内容内容

内容を「特許請

を「特許請を「特許請

を「特許請求

求求

求の

のの

の範囲

範囲範囲

範囲」に追

」に追」に追

」に追加

加加

加する「

する「する「

する「補

補補

補正

正正

正」を

」を」を

」を行

行行

行った

ったった

った。 

 

そして、そ

そそ

その

のの

のゲ

ゲゲ

ゲート

ートート

ート装置

装置装置

装置を

をを

を稼働

稼働稼働

稼働さ

ささ

させ

せせ

せることで、「

ることで、「ることで、「

ることで、「取

取取

取り

りり

り巻

巻巻

巻くように設けた

くように設けたくように設けた

くように設けた空

空空

空気ダ

気ダ気ダ

気ダクト

クトクト

クト装置

装置装置

装置の

のの

の任

任任

任

意の

意の意の

意の強

強強

強さの

さのさの

さの風

風風

風を

をを

を噴

噴噴

噴出さ

出さ出さ

出させ

せせ

せることができる」という

ることができる」というることができる」という

ることができる」という効果

効果効果

効果を「

を「を「

を「意見

意見意見

意見書

書書

書」にて主張した

」にて主張した」にて主張した

」にて主張した。 

 

     ・・・・ 既存

既存既存

既存の発明より

の発明よりの発明より

の発明より、

、、

、“

““

“いかに

いかにいかに

いかに優

優優

優れているか

れているかれているか

れているか”

””

”を

をを

を補

補補

補正

正正

正・

・・

・主張して

主張して主張して

主張している

いるいる

いる。 

 

 

 

    孫さんは大変ゴルフが上手です。その秘密は、人並み外れた精神力・集中力に加え、この 

    特許を持つ特訓マシーンが、自

自自

自宅

宅宅

宅の地

の地の地

の地下

下下

下室

室室

室にある

にあるにある

にあるそ

そそ

そうです

うですうです

うです。

。。

。ただ、審査

ただ、審査ただ、審査

ただ、審査請

請請

請求

求求

求はしていま

はしていまはしていま

はしていませ

せせ

せん

んん

ん。

。。

。 

  

 

 

     ・・・・ そ

そそ

そのマシーンは

のマシーンはのマシーンは

のマシーンは、世界の

、世界の、世界の

、世界のゴ

ゴゴ

ゴルフ

ルフルフ

ルフ場

場場

場の

のの

の映

映映

映像

像像

像が

がが

が映

映映

映り、

り、り、

り、そ

そそ

その

のの

のゴ

ゴゴ

ゴルフ

ルフルフ

ルフ場

場場

場の

のの

の傾

傾傾

傾斜

斜斜

斜に合わ

に合わに合わ

に合わせ

せせ

せ

足元

足元足元

足元が

がが

が動

動動

動き、

き、き、

き、風

風風

風が

がが

が吹

吹吹

吹き、

き、き、

き、雨

雨雨

雨も降るという代

も降るという代も降るという代

も降るという代物

物物

物・・

・・・・

・・天才

天才天才

天才はやっ

はやっはやっ

はやっぱ

ぱぱ

ぱり

りり

り違

違違

違います

いますいます

いますね

ねね

ね。

。。

。 
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6.

..

. 外国

外国外国

外国へ

へへ

への出願について

の出願についての出願について

の出願について 

  

 

 

次に、外国でも発明についての独占・販売を得たいのであれば外国出願をする必要があります。 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 外国の出願は

外国の出願は外国の出願は

外国の出願は必

必必

必要か？

要か？要か？

要か？ 

  

 

 

よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でもだれも真似できな

いと思っている人がいます。確かに、発明という行為は人が行なうものだから、どこの国で発明

しようと最初に発明した人には国の別に関係無くその発明を独占する権利を一つの特許権で認め

てもいいようなものです。でも実際にはそういう風にはなりません。 

    

  外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。 

 日本の特許庁に出願して得られる特許権は、当然日本の法律（特許法）に基づくものです。 

 

他の国にも特許法やこれに類する法律があって特許権やこれに類する権利を付与することが行な

われています。もちろん、特許法みたいな法律を持たない国もあるでしょう。国ごとの特許制度

は大筋では似たものですが、ずいぶんと異なります。要するに、特許権というものは

特許権というものは特許権というものは

特許権というものは各

各各

各国が

国が国が

国が付

付付

付与

与与

与

するもので

するものでするもので

するものでそ

そそ

その

のの

の内容

内容内容

内容も特許権をとるための

も特許権をとるためのも特許権をとるための

も特許権をとるための条

条条

条件も

件も件も

件も各

各各

各国が

国が国が

国がそ

そそ

それ

れれ

れぞ

ぞぞ

ぞれ法

れ法れ法

れ法律

律律

律で

でで

で定

定定

定めているわけです

めているわけですめているわけです

めているわけです。  

 

ということなので、アメリカで発明品を販売することを特許権によって独占したいのであれば、

アメリカに特許出願をしてアメリカの特許権を取得しないといけないし、中国で発明

中国で発明中国で発明

中国で発明品

品品

品の

のの

の製造

製造製造

製造を

をを

を

特許権によって

特許権によって特許権によって

特許権によって独占

独占独占

独占したいのならば中国に特許出願をして中国の特許権を

したいのならば中国に特許出願をして中国の特許権をしたいのならば中国に特許出願をして中国の特許権を

したいのならば中国に特許出願をして中国の特許権を取得

取得取得

取得しないといけな

しないといけなしないといけな

しないといけな

いということになります。

いということになります。いということになります。

いということになります。 

 

（２）

（２）（２）

（２） 

  

 外国出願の２つのルート

外国出願の２つのルート外国出願の２つのルート

外国出願の２つのルート 

 

外国出願をする場合には次の２つのルートがあります。 

「

「「

「直接

直接直接

直接各

各各

各国に出願をするルート

国に出願をするルート国に出願をするルート

国に出願をするルート」

」」

」 

  

 と

とと

と 「

「「

「国

国国

国際

際際

際出願経

出願経出願経

出願経由

由由

由で

でで

で各

各各

各国へ

国へ国へ

国へ移

移移

移行

行行

行するルート

するルートするルート

するルート」

」」

」です

ですです

です。 

 

①

①①

① 

  

  

  

 直接

直接直接

直接各

各各

各国に出願をするルート

国に出願をするルート国に出願をするルート

国に出願をするルート（

（（

（パリ優

パリ優パリ優

パリ優先ルート

先ルート先ルート

先ルート）

））

） 

  

 

  直接各国に出願する場合、いきなり最初の出願から外国に出願することはまれです。 

通常は、まず、国内に最初の出願をしておいてから、パリ条約に基づく優先権（パリ優先権）を

主張して各国に出願をします。 

 

パリ条約に基づく優先権を主張することができるのはパリ条約に加盟している国に対してだけで

す。ただ、他にもＷＴＯ（世界貿易機関）の加盟国や個別に日本と優先権を認める条約を交わし

ている国に対しても優先権を主張することができます。 

※台湾は日本と相互条約を締結しているので、優先権を主張することができます。 
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� パリ
パリパリ

パリ条

条条

条約に

約に約に

約に基づ

基づ基づ

基づく

くく

く優

優優

優先権とは？

先権とは？先権とは？

先権とは？ 

  パリ条約とは、工業所有権の保護に関する国際条約です。この

このこの

このパリ

パリパリ

パリ条

条条

条約の

約の約の

約の４条

４条４条

４条は

はは

は優

優優

優先権について

先権について先権について

先権について

規定

規定規定

規定しています

していますしています

しています。優先権とは、第１国にされた先の出願に基づいて優先期間内（特許は１年以内）

に第２国にされた後の出願に対して、その間に行なわれた行為によって不利な取り扱いを受けな

いようにする権利です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

②

②②

② 

  

   

  

 国

国国

国際

際際

際出願経

出願経出願経

出願経由

由由

由で

でで

で各

各各

各国へ

国へ国へ

国へ移

移移

移行

行行

行するルート

するルートするルート

するルート（

（（

（Ｐ

ＰＰ

ＰＣＴルート

ＣＴルートＣＴルート

ＣＴルート）

））

） 

  

 

 

  

 

国際出願とは、特許

特許特許

特許協

協協

協力

力力

力条

条条

条約（

約（約（

約（Ｐ

ＰＰ

ＰＣＴ）

ＣＴ）ＣＴ）

ＣＴ）に基づいて行なわれる出願で、単一言語、単一の形式の

出願をすることで複数国での国内出願としての効果が生じます。つまり、一回の出願で

一回の出願で一回の出願で

一回の出願で各

各各

各国に

国に国に

国にお

おお

お

ける出願日を

ける出願日をける出願日を

ける出願日を確保

確保確保

確保する

するする

することができます。 

 但し、特許権はあくまで各国の国内法に従って判断されます。そのため国際出願後に各国ごと

に翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを原則２０ヶ月（延長されると原則３０ヶ月）以内に

行なう必要があります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出願

出願出願

出願時

時時

時の

のの

の手

手手

手間が

間が間が

間が少

少少

少なくて済

なくて済なくて済

なくて済む

むむ

む 

  

 ；

；；

；日本語で一定の形式に従って日本の特許庁に出願すれば足ります。

従って、翻訳文作成の時間がない場合などにも使えます。また、優先権書類の提出も国際出願で

行えば、各国ごとに優先権書類を提出する必要はありません。 

要するに、１年以内に優先権を主張して他の国に

出願すると、その出願をもとの出願の時に出願し

たものとして新規性や進歩性が判断されるとい

うことです。 

 

優先権利用することで、まず、日本国出願で出願

日を確保しておき、１年間の猶予期間で、各国毎

に出願書類を作成することができます。 

国際出願では、出願時に権利取得をした

い国を指定しなければなりませんが、こ

の指定にかかる費用は８ヶ国以上の指定

はすべて同じです。 

 

従って、すべての国を指定しておき、国

際調査や国際予備審査の結果や、３０月

経過後の発明の価値に応じて実際に国内

へ移行する国を決めるということができ

ます。 
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7.

..

. 特許と

特許と特許と

特許と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案の

のの

の違

違違

違い

いい

いについて

についてについて

について 

  

 

 

産業財産権の中から

産業財産権の中から産業財産権の中から

産業財産権の中から発明を保護する特許

発明を保護する特許発明を保護する特許

発明を保護する特許と

とと

と、考案を保護する実用新案

考案を保護する実用新案考案を保護する実用新案

考案を保護する実用新案に注目し

に注目しに注目し

に注目し、その違

その違その違

その違いを探る。

いを探る。いを探る。

いを探る。 

 

  

 

特許では

特許では特許では

特許では、

、、

、出願から特許

出願から特許出願から特許

出願から特許取得

取得取得

取得までに数年かかるのが通

までに数年かかるのが通までに数年かかるのが通

までに数年かかるのが通常

常常

常です

ですです

です。 

一方、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案は

はは

は出願するだけで

出願するだけで出願するだけで

出願するだけで、

、、

、無

無無

無審査で

審査で審査で

審査で取得

取得取得

取得できます

できますできます

できます。このため、実用新案権は特許権に比べて 

非常に短い時間で取得できます。また、権利を行使した場合に権利者に課されるペナルティの内容が 

異なります。特許法の改正(平成６年)により実用新案の性格が変わって、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案は申請するだけで

は申請するだけでは申請するだけで

は申請するだけで形

形形

形

式

式式

式上

上上

上直ち

直ち直ち

直ちに権

に権に権

に権利化

利化利化

利化されます。

されます。されます。

されます。（外国で採用されていた「無審査主義」が日本でも採用されるようになっ

たのです） 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 特許と

特許と特許と

特許と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案の

のの

の違

違違

違い

いい

い 

  

 

 

特許と

特許と特許と

特許と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案・・・いずれも技術に関して生み出されたアイデア（法文上では技術的思想と

いいます）を保護するものですが、以下のような違いがあります。 

  

     まず

まずまず

まず、

、、

、第１に

第１に第１に

第１に、

、、

、“

““

“保護

保護保護

保護の

のの

の対象

対象対象

対象となる

となるとなる

となる範囲

範囲範囲

範囲”

””

”に

にに

に違

違違

違いがあります

いがありますいがあります

いがあります。  

 

  

 特許では

特許では特許では

特許では、産業上利用することができるアイデアを全般にわたって保護します。 

たとえば、機械、自動車、家電、日用品などの一定の形態を有する物（物品）のほか、化学物

質、医薬品、建築材料などの形態が定まらない物や、無体物であるプログラムも保護の対象と

なります。また、物を生産する方法や物を使用する方法など、方法に関する新

る新る新

る新規

規規

規なアイ

なアイなアイ

なアイデアも

デアもデアも

デアも

特許により

特許により特許により

特許により保護

保護保護

保護することができます。

することができます。することができます。

することができます。 

  

 

 

  

 

   

      

   これに

これにこれに

これに対

対対

対し、

し、し、

し、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案で

でで

で保護

保護保護

保護されるのは

されるのはされるのは

されるのは、

、、

、物品

物品物品

物品の

のの

の 

  

 

形

形形

形状、

状、状、

状、構

構構

構造

造造

造又

又又

又は

はは

は組

組組

組み合わ

み合わみ合わ

み合わせ

せせ

せに関するアイデアに

に関するアイデアにに関するアイデアに

に関するアイデアに 

  

 

限定

限定限定

限定されます

されますされます

されます。

。。

。 

  

 

 

  

 

一

一一

一定

定定

定の

のの

の形

形形

形態

態態

態を

をを

を有

有有

有しない

しないしない

しない有

有有

有体

体体

体物

物物

物や

やや

やプ

ププ

プログ

ログログ

ログラ

ララ

ラムに関す

ムに関すムに関す

ムに関す 

  

 

るアイデア、方法に関するアイデアを

るアイデア、方法に関するアイデアをるアイデア、方法に関するアイデアを

るアイデア、方法に関するアイデアを実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案に

にに

に 

  

 

より

よりより

より保護

保護保護

保護することはできま

することはできますることはできま

することはできませ

せせ

せん。

ん。ん。

ん。 

  

 

 

  

 

なお、プログラムに関しては、そのプログラムに基づく処理を実行する機能を有する装置（た

とえばゲーム機）として、実用新案により保護することが可能です。 

  

   

  

 第２に

第２に第２に

第２に、

、、

、特許と

特許と特許と

特許と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案とでは、

とでは、とでは、

とでは、“

““

“権

権権

権利

利利

利の

のの

の存

存存

存続

続続

続期

期期

期間

間間

間”

””

”に大きな

に大きなに大きな

に大きな違

違違

違いがあります

いがありますいがあります

いがあります。  

いずれの権

いずれの権いずれの権

いずれの権利

利利

利も設

も設も設

も設定

定定

定登

登登

登録

録録

録により発

により発により発

により発生

生生

生しますが、

しますが、しますが、

しますが、 

  

 

特許権は

特許権は特許権は

特許権は、毎

毎毎

毎年特許

年特許年特許

年特許料

料料

料を

をを

を納

納納

納付

付付

付することを

することをすることを

することを条

条条

条件に、

件に、件に、

件に、出願

出願出願

出願日から２

日から２日から２

日から２０

００

０年が経過

年が経過年が経過

年が経過するまで

するまでするまで

するまで存

存存

存続します

続します続します

続します。 

 一方、

一方、一方、

一方、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案権

権権

権の

のの

の存

存存

存続

続続

続期

期期

期間は

間は間は

間は、出願の日から１

出願の日から１出願の日から１

出願の日から１０

００

０年間

年間年間

年間と、特許に比べてかなり

と、特許に比べてかなりと、特許に比べてかなり

と、特許に比べてかなり短

短短

短くなります

くなりますくなります

くなります。 
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 第３に

第３に第３に

第３に、

、、

、特許と

特許と特許と

特許と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案とでは権

とでは権とでは権

とでは権利

利利

利が発

が発が発

が発生

生生

生するまでの

するまでのするまでの

するまでのプ

ププ

プロ

ロロ

ロセ

セセ

セスが大きく

スが大きくスが大きく

スが大きく異

異異

異なります

なりますなります

なります。

。。

。 

  

 

 

  

 

特許出願は

特許出願は特許出願は

特許出願は、出願審査請求という手続をすることによって、特許庁の専門職員（審査官）によ

り内容が審査され、登録要件を満たしていると判断されたものだけに登録を許可する通知（特

許査定の謄本）が出されます。この通知から一定の期間内に出願人が最初の３年間の特許料を

納付すると、特許権の設定登録がなされ、その時点から権利が発生します。 

 

     これに対し、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案では

ではでは

では、書類の形式的な審査がされるのみで、出願された内容の実体的な 

   審査がされることなく、出願から数ヶ月で実用新案権の設定登録がなされます。すなわち、実 

体的な審査なしで登録されてしまうのです。 

 

（２）

（２）（２）

（２） 

  

 防

防防

防衛出願目的であれば実用新案という選択肢もあり

衛出願目的であれば実用新案という選択肢もあり衛出願目的であれば実用新案という選択肢もあり

衛出願目的であれば実用新案という選択肢もあり 

特許権と実用新案権とでは、「特許権を刀剣とするなら実用新案権は木刀」ともいえるほどに権

利の価値に差があるため、知的財産による参入障壁の構築を主目的とする申請であれば、特許

出願を選ぶべきでしょう。 

・・特許と実用新案のどちらを申請すれば良いのか分からないという時は特許出願を勧めます。 

 

（３）

（３）（３）

（３） 

  

 特許出願への出願変更

特許出願への出願変更特許出願への出願変更

特許出願への出願変更 

現在の実用新案法では、実用新案登録出願から特許出願への出願変更や、実用新案登録から

特許出願への出願変更が認められています。 

だだし、特許出願への出願変更には時期的な制約があり、実用新案登録出願から３年が経過

すると特許出願への変更はできません。 

 

（

（（

（４

４４

４）

））

） 

  

 利用価値が高い中国の実用新案制度

利用価値が高い中国の実用新案制度利用価値が高い中国の実用新案制度

利用価値が高い中国の実用新案制度 

特許制度と

特許制度と特許制度と

特許制度と実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案制度が

制度が制度が

制度が併存

併存併存

併存し

しし

している国は日本の

ている国は日本のている国は日本の

ている国は日本のほ

ほほ

ほかにもあります。

かにもあります。かにもあります。

かにもあります。 

  

 

・・・・

・・・・・・・・

・・・・ 

  

 中国は、

中国は、中国は、

中国は、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案制度の

制度の制度の

制度の利用価

利用価利用価

利用価値

値値

値が高い国の

が高い国のが高い国の

が高い国の 1

11

1 つとされています。

つとされています。つとされています。

つとされています。 

  

 

 

  

 

日本と中国の実用新案制度は、実体審査を経ずに権利を発生させる、という点は同じです。 

しかし、新規性や進歩性を有しないものであった（無効の権利であった）にも関わらずに権

利を行使した場合に権利者に課されるペナルティの内容が異なります。 

 

日本では

日本では日本では

日本では、実用新案権を行使した後にそれが無効にされた場合は、相手方に生じた損害を賠

償しなければならない、という規定があり（実用新案法２９条の３）、損害賠償

損害賠償損害賠償

損害賠償の

のの

のリ

リリ

リスクを

スクをスクを

スクを負

負負

負

う

うう

うことになるのです

ことになるのですことになるのです

ことになるのです。

。。

。 

  

 

 

一方、中国では

中国では中国では

中国では、

、、

、日本の実用新案法２９条の３に相当する規定がなく、日本に比べて

日本に比べて日本に比べて

日本に比べて実用

実用実用

実用新

新新

新

案

案案

案権を

権を権を

権を活用

活用活用

活用し

しし

し易

易易

易い制度になっています

い制度になっていますい制度になっています

い制度になっています。 

・・中国での知的財産権の

中国での知的財産権の中国での知的財産権の

中国での知的財産権の取得

取得取得

取得の

のの

の希望

希望希望

希望であれば、

であれば、であれば、

であれば、実用

実用実用

実用新

新新

新案

案案

案の

のの

の選択

選択選択

選択を検

を検を検

を検討

討討

討しても

してもしても

しても良

良良

良い

いい

いでし

でしでし

でしょ

ょょ

ょう。

う。う。

う。 
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8

88

8.

..

. ソフト

ソフトソフト

ソフトウ

ウウ

ウェア特許

ェア特許ェア特許

ェア特許 

  

 

 

  

 

最後に、コンピューターを利用する発明に関するソフトウェアの特許について、調べて見ました。 

 

1990年代終わり頃からコンピューター利用の発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従

来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の

整備を行ってきたが、依

依依

依然

然然

然として

としてとして

として、

、、

、ソフト

ソフトソフト

ソフトウ

ウウ

ウェア特許を

ェア特許をェア特許を

ェア特許を認

認認

認めるべきか

めるべきかめるべきか

めるべきか、

、、

、認

認認

認める

めるめる

める場

場場

場合にはどの

合にはどの合にはどの

合にはどの範囲

範囲範囲

範囲まで

までまで

まで

認

認認

認めるべきか

めるべきかめるべきか

めるべきか、

、、

、ということが

ということがということが

ということが問題

問題問題

問題となっている

となっているとなっている

となっている。

。。

。 

  

 

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 「ソフト

「ソフト「ソフト

「ソフトウ

ウウ

ウェア特許」の

ェア特許」のェア特許」の

ェア特許」の各

各各

各国の

国の国の

国の定

定定

定義

義義

義 

  

 

 

「ソフトウェア特許」について、誰しもが受け入れられる定義や、何が正しいか、そうでないか

を定義づける統一的な規定が存在しない。 

・・・ これは、ソフトウェア特許における「機能的ク

機能的ク機能的ク

機能的クレ

レレ

レーム

ームーム

ーム」が原因であると考えられる。 

 

①

①①

① 

  

  米国に

米国に米国に

米国にお

おお

おいては

いてはいては

いては、請求項の記載が、有

有有

有用

用用

用で

でで

で(

((

(useful

usefuluseful

useful)

))

)、

、、

、具

具具

具体的で

体的で体的で

体的で(

((

(c

cc

co

oo

oncre

ncrencre

ncret

tt

te

ee

e)

))

)、

、、

、実

実実

実体的な

体的な体的な

体的な(t

(t(t

(tangible

angibleangible

angible)

))

)

技術

技術技術

技術的要

的要的要

的要素

素素

素については特許

については特許については特許

については特許可

可可

可能

能能

能性

性性

性がある

があるがある

があることが明確化されている。 

 

②

②②

② 

  

  欧州においては

欧州においては欧州においては

欧州においては、請求項の記載と明細書の全体から、その発明に技術的な構成が含まれ

その発明に技術的な構成が含まれその発明に技術的な構成が含まれ

その発明に技術的な構成が含まれ

ているかが重要視される

ているかが重要視されるているかが重要視される

ているかが重要視される。技術的効果・技術的寄与を備える構成については、特許可能

技術的効果・技術的寄与を備える構成については、特許可能技術的効果・技術的寄与を備える構成については、特許可能

技術的効果・技術的寄与を備える構成については、特許可能

性がある

性がある性がある

性があることが明確にされている。 

 

③

③③

③ 

  

  日本に

日本に日本に

日本にお

おお

おいては、

いては、いては、

いては、発明は特許法第 2条の「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のも

の」であることを要し、コンピュータソフトウェア審査基準において、「ソフト

ソフトソフト

ソフトウ

ウウ

ウェアによる

ェアによるェアによる

ェアによる情報

情報情報

情報

処理

処理処理

処理が

がが

がハ

ハハ

ハード

ードード

ードウ

ウウ

ウェア

ェアェア

ェア資源

資源資源

資源を

をを

を用

用用

用いて

いていて

いて具

具具

具体的に

体的に体的に

体的に実現

実現実現

実現されている

されているされている

されている」ことを要する旨が定義されている。 

 

（２）

（２）（２）

（２） 

  

 ソフト

ソフトソフト

ソフトウ

ウウ

ウェア特許が成立するために

ェア特許が成立するためにェア特許が成立するために

ェア特許が成立するために今

今今

今後

後後

後求

求求

求められていくこと

められていくことめられていくこと

められていくこと 

  

  

 

①

①①

① 

  

  そ

そそ

そのソフト

のソフトのソフト

のソフトウ

ウウ

ウェアに新

ェアに新ェアに新

ェアに新規

規規

規性

性性

性(特許法第 29条 1 項 3 号)・進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性(特許法第 29条 2 項)を

をを

を備

備備

備え

ええ

えていな

ていなていな

ていな

ければならない

ければならないければならない

ければならない。ごく当たり前の技術や方法が特許になることは、そもそも特許制度の立法趣旨

に沿ったものではないからである。 

 

②

②②

② 

  

  ハードウェア資源上のデータ構造や具体的な仕組みが明確にされ、そのハードウェア資源の仕組み

が、アルゴリズムであるソフトウェアとどのように協働して動作しているかが、情報処理動作と

して、実施可能要件（特許法第 36条第 4 項 1号）を満たすように明確に示されなければならない。 

  

 

この本

この本この本

この本質論

質論質論

質論が

がが

が記

記記

記載

載載

載できるか

できるかできるか

できるか、記

記記

記載

載載

載できないかは

できないかはできないかは

できないかは、出

出出

出願する代

願する代願する代

願する代理

理理

理人や

人や人や

人や担

担担

担当者

当者当者

当者が、

が、が、

が、コ

ココ

コン

ンン

ンピュ

ピュピュ

ピュータ

ータータ

ーター

ーー

ーの

のの

の

動作

動作動作

動作原

原原

原理

理理

理や

やや

やソフト

ソフトソフト

ソフトウ

ウウ

ウェア工学

ェア工学ェア工学

ェア工学を本

を本を本

を本質

質質

質的な

的な的な

的な切

切切

切り

りり

り口

口口

口で上

で上で上

で上手

手手

手に

にに

に理

理理

理解できるか

解できるか解できるか

解できるか、できないか

できないかできないか

できないかに

にに

に深

深深

深く関わっ

く関わっく関わっ

く関わっ

ているものと

ているものとているものと

ているものと考

考考

考えられる

えられるえられる

えられる。 
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③

③③

③ 

  

  コンピューターのソフトウェアにおける技術思想をもとに発明を記載する際には、本来、どのよ

うな構成が本質的な技術的思想を形成する根拠となり得るのかについて十分な検討を要するもの

であり、発明をする人や、出願をする人には、十分な熟考と責任が求められるようになるものと

考えられる。 

 

④

④④

④  一方で、特許庁の特許審査をより質の高いものとすることで、安定した権利を付与することや、

実務上の運用がバラバラになっている難解なコンピュータソフトウェアの審査基準の扱いを明確

化して、多くの人に受け入れられるような改訂審査基準として示すこと等も求められつつある。 

 

9

99

9.

..

. 最

最最

最後

後後

後に

にに

に、

、、

、特許制度

特許制度特許制度

特許制度の

のの

の意義

意義意義

意義と

とと

とは

はは

は 

  

 

 

  

 

特許の発明とは・・・

特許の発明とは・・・特許の発明とは・・・

特許の発明とは・・・自然

自然自然

自然界で

界で界で

界で観察

観察観察

観察される法

される法される法

される法則

則則

則を

をを

を利用

利用利用

利用して

してして

して、ある

あるある

ある課題

課題課題

課題を解

を解を解

を解決

決決

決した

したした

した場

場場

場合の

合の合の

合の、 

そ

そそ

その解

の解の解

の解決手段

決手段決手段

決手段のアイデアが発明である

のアイデアが発明であるのアイデアが発明である

のアイデアが発明であると

とと

と考

考考

考えられます

えられますえられます

えられます。 

 

そ

そそ

そこに、

こに、こに、

こに、新

新新

新規

規規

規性

性性

性、

、、

、進

進進

進歩性

歩性歩性

歩性 

  

 ・・・

・・・・・・

・・・ 

  

 有

有有

有用

用用

用で

でで

で、

、、

、技術

技術技術

技術的で

的で的で

的で、

、、

、実

実実

実体的な

体的な体的な

体的な技術

技術技術

技術的要

的要的要

的要素

素素

素が

がが

が、

、、

、本

本本

本質論

質論質論

質論として

としてとして

として明

明明

明確

確確

確に

にに

に 

  

 

記

記記

記載

載載

載されているか

されているかされているか

されているか否

否否

否かが

かがかが

かが、

、、

、特許の

特許の特許の

特許の可

可可

可能

能能

能性

性性

性を

をを

を広

広広

広げて

げてげて

げて行

行行

行きます

きますきます

きます。

。。

。 

  

 

 

これからは、発明をする

発明をする発明をする

発明をする人

人人

人や出願をする

出願をする出願をする

出願をする人

人人

人、 

および特許

特許特許

特許を

をを

を審査する

審査する審査する

審査する人

人人

人が、質

質質

質の

のの

の高

高高

高い審査

い審査い審査

い審査基

基基

基 

  

 

準

準準

準を求

を求を求

を求め

めめ

めて

てて

て議論

議論議論

議論して

してして

して行

行行

行く

くく

くことが

ことがことが

ことが、技術の

技術の技術の

技術の進歩

進歩進歩

進歩 

  

 

～

～～

～産業の発

産業の発産業の発

産業の発展

展展

展に

にに

に寄与

寄与寄与

寄与してい

していしてい

していく

くく

くものと思

ものと思ものと思

ものと思わ

わわ

われ

れれ
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� 産業

産業産業

産業政策

政策政策

政策説

説説

説・・・発明に対する権利は、国の産業政策として発明の権利保護を図るために与

えられるとする説。 

� 公
公公

公開代

開代開代

開代償

償償

償説

説説

説・・・仮に、発明者に独占権を認めないとすると、発明が他人に模倣されてしま

うために、発明者は発明を秘密にし、その結果、発明が社会的に活用されないことになる。

このため、新規で有用な発明を世の中に提供した代償として、一定期間、その発明を排他的

に独占する権利を付与するとする説で、現在最も広く支持されている説である。 
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に寄与することを目的としています。に寄与することを目的としています。

に寄与することを目的としています。 
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